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総則 

 

第１章 一般規定 

第１条 契約当事者の合法的な権利の保護、社会経済秩序の維持、社会主義近代化建設を促進す

るために、本法を制定する。 

第２条 本法にて称する契約は、平等的主体である自然人、法人、その他組織の間における民事

的権利義務関係の設立、変更、終了に関する協議である。 

婚姻、養子縁組、親権等身分に関する協議は、その他の法律の規定を適用する。 

第３条 契約当事者の法的地位は平等であり、当事者の一方は自分の意志を相手側に強制しては

ならない。 

第４条 当事者は、法により自らの意志によって契約を締結する権利を享有し、いかなる部門や

個人も不法に干渉してはならない。 

第５条 当事者は公平の原則を遵守し、各方の権利や義務を確定しなければならない。 

第６条 当事者は権利を行使し、義務を履行する際、誠実信用の原則に遵守しなければならない。 

第７条 当事者は契約の締結や履行の際に、法律及び行政法規を遵守し、社会の公共道徳を尊敬

しなければならず、社会的経済秩序を乱し、社会の公共的利益を損害してはならない。 

第８条 法に基づき成立した契約は、当事者に対して法的拘束力を有するものとする。当時者は、

約束に従い、自らの義務を履行しなければならず、無断で契約を変更、解除してはならない。法

に基づき成立した契約は、法律によって保護されるものとする。 

 

第２章 契約の締結 

第９条 当事者は契約を締結するために、相応の民事的権利能力と民事的行為能力を有するもの

でなければならない。当事者は法により、代理人に契約の締結を委託することができる。 

第１０条 当事者は、書面方式、口頭方式及びその他の形をもって契約を締結することができる。

法律、行政の法規が書面方式を採用することが規定された場合、書面形式を採用しなければなら

ない。当事者の間に書面形式の使用を定めた場合、書面形式を採用しなければならない。 
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第１１条 書面方式とは、契約書、書簡及び電子データ（電報、テレックス、ファクシミリ、電

子データ交換及び電子メールを含む）等有形に記載された内容を表現できる方式という。 

第１２条 契約の内容は当事者の約定により、通常は下記条項が含まれる。  

（１）当事者の名称又は氏名、住所； 

（２）目的； 

（３）数量； 

（４）品質； 

（５）価格又は報酬； 

（６）履行期限、場所及び方式； 

（７）違約責任； 

（８）紛争の解決方法。 

当事者は各種契約のモデルを参照しながら契約を締結することができる。 

第１３条 当事者は各種の契約を締結する際、申込、承諾の方式をとるものとする。 

第１４条 申込とは他人と契約を締結する意思表示を指し、当該意思表示は、下記の規定に符合

しなければならない。  

（１） 具体的、確定の内容 

（２） 申込を受ける側の承諾を得た場合、申込者がその意思表示に拘束される

ことになる。 

第１５条 申込要請は、自分に対して申込を発すよう他人に求める意思表示である。付送価格表、

競売公告、入札公告、株式募集説明書、商業広告等は申込要請となる。申込の規定に符合する商

業広告は、申込と看做す。 

第１６条 申込は、申込を受ける側に到達した時点から、その効力を生じるものとする。電子デ

ータ方式による契約締結の場合、受取人が特定のシステムを指定して電子データを受け取るとき

には、当該電子データが、当該特定システムに受信された時間を、到達時間とし、特定システム

を指定していない場合、当該電子データが受取人のいずれかのシステムに受信された最初の時点

を、到達の時点とする。 

第１７条 申込は撤回することができる。申込撤回の通知は、申込が申込を受ける側に到達する

前に又は申込と同時に申込を受ける側に到達しなければならない。 

第１８条 申込は取消すことができる。申込取消の通知は、申込を受ける側が承諾の通知を出す

前に、申込を受ける側に届かなければならない。 

第１９条 下記のいずれかの事由に該当する場合は、申込を取り消すことができないものとする。  
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（１） 申込者が承諾期限を確定した場合、又はその他の方式で申込の取消が不

可を明示した場合。 

（２） 申込を受ける側が、申込の取消が不可能な理由があり、且つ契約履行の

ための準備を既に開始している場合。 

第２０条 下記のいずれかの事由がある場合、申込は失効となる。  

（１）申込拒絶の通知が申込者に届いた場合； 

（２）申込者が法に基づき申込を取消した場合； 

（３）承諾期限が終了し、申込を受ける側が承諾しなかった場合； 

（４）申込を受ける側が、申込の内容について実質的な変更を行なった場合。 

第２１条 承諾とは、申込を受ける側が申込に同意する意思表示という。 

第２２条 承諾は通知の方式で発しなければならない。但し、取引の慣習又は申込表明に従い、

承諾行為を通じて承諾を表すことができる場合が除外である。 

第２３条 承諾は申込が確定された期限以内に、申込者に届かなければならない。承諾期限を確

定していない場合、承諾は下記規定に従って到達しなければならない。  

（一）対話の方式で申込を行なう場合、即時に承諾をしなければならない。但し、当事者に別途

の約定がある場合は、この限りではない。 

（二） 非対話の方式で申込を行なう場合、承諾は合理的期限内に届かなければならない。 

第２４条 申込は書簡又は電報によって行なった場合、承諾の期限は書簡に記載された日付又は

電報を発送した日より起算する。日付を記載していない書簡は、書簡を郵送した消印日より起算

する。電話、ファクシミリ等の高速電信方式によって行なった申込の場合、承諾期限は、申込が

申込を受ける側に届いた時点から起算する。 

第２５条 契約は承諾が効力を生ずる時点より、成立するものとする。 

第２６条 承諾は通知が申込者に届いた時点により、効力を生ずるものとする。通知が不必要な

承諾の場合は、取引の慣習又は申込の要請に従い承諾の行為が行なわれた時点から、効力を生ず

るものとする。電子データの方式によって契約を結ぶ場合、承諾の到達時間に関しては、本法第

１６条第２項の規定を適用する。 

第２７条 承諾は撤回することができる。承諾撤回の通知は承諾通知が申込者に届く前又は承諾

通知と同時に申込者に届かなければならない。 

第２８条 申込を受ける側が承諾期限を過ぎて承諾を出した場合、申込者が適時に申込を受ける

側に当該承諾の有効を知らせる場合を除き、新規申込とする。 
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第２９条 申込を受ける側が承諾期限内に承諾を出し、通常の状況においては予定通り申込者に

届くはずの承諾が、他の原因によって申込者への到達が承諾期限を過ぎた場合、申込者が承諾期

限の超過のため当該承諾を拒否する旨を適時に申込を受ける側に知らせる場合を除き、当該承諾

は有効とする。 

第３０条 承諾の内容は申込の内容と一致しなければならない。申込を受ける側が、申込の内容

を実質的な変更を行なった場合、新規申込とする。契約の標的、数量、品質、代金又は報酬、履

行期限、履行場所と方式、違約責任及び紛争解決方法等にかかわる変更は、申込内容に対する実

質的な変更である。 

第３１条 承諾は申込の内容に対し、非実質的な変更を行なった場合、申込者が適時に反対を表

明し又は申込に申込内容のいかなる変更も不可であることを明示した場合を除き、当該承諾は有

効とする。契約の内容は承諾の内容を基準とする。 

第３２条 当事者が契約書の形式で契約を締結する場合、当事者双方が署名又は捺印した時点で、

契約は成立する。 

第３３条 当事者が書簡、電子データで契約を締結する場合、契約成立の前に、確認書の締結を

求めることができる。確認書を結んだ時から契約は成立する。 

第３４条 承諾が効力を発生する場所は契約成立の場所とする。電子データ等の方式で契約を締

結する場合、受取人の主要営業地を契約成立の場所とし、主要営業地がない場合、其の常住地を

契約成立の場所とする。当事者間で別途約定がある場合は、其の約定に従う。 

第３５条 当事者が契約書の形式で契約を締結する場合、当事者双方が署名又は捺印を行なった

場所を契約成立の場所とする。 

第３６条 法律、法規によって、又は当事者間の約定によって、書面方式で契約を締結すること

になっている場合、当事者が書面方式を採らなかったが、一方が既に契約の主な義務を履行し、

相手側が受け入れた場合、当該契約は成立するとする。 

第３７条 契約書の形式で契約を締結する場合、署名又は捺印の前に、当事者の一方が既に主な

義務を履行しており、且つ相手側がそれを受け入れている場合、当該契約は成立するとする。 

第３８条 国が必要に応じ、指令的任務又は国家の購入任務を発した場合、関連法人、その他の

組織間では、関連法律、行政法規に規定された権利や義務に基づき契約を締結しなければならな

い。 

第３９条 約款を用いて契約を締結する場合、約款の提供側は、公平の原則に従って当事者間の

権利や義務を確定し、合理的方式によって、其の責任の免除又は制限に関する条項への注意を促

し、相手側の要請に従い、当該条項についての説明を行わなければならない。約款とは、当事者

が反復使用するために予め作成し、契約締結時に相手側と協議しない条項をいう。 
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第４０条 約款に本法の第５２条と第５３条に定めた事由が生じた場合、又は約款の提供側が自

らの責任を免除し、相手側の責任を加重、又は相手側の主な権利を排除した場合、当該約款は無

効とする。 

第４１条 約款の理解について紛争が生じた場合、通常の理解に従って解釈しなければならない。

約款に対する解釈が二種類以上あった場合、約款提供側に不利な解釈によらなければならない。

約款と非約款が一致しない場合は、非約款に採用しなければならない。 

第４２条 当事者が契約締結の過程において下記のいずれかの事由により、相手側に損失を与え

た場合、損害賠償の責任を負わなければならない。  

（１） 契約締結を手段として、悪質な協議を行なう場合。 

（２） 契約の締結に関連する重要事実を故意に隠し、又は虚偽の情報を提供し

た場合。 

（３） 其の他の信義誠実の原則に違反する行為があった場合。 

第４３条 当事者は契約締結の過程において知り得た企業秘密について、契約が成立するか否か

にかかわらず、漏洩したり、不正に利用したりしてはならない。当該企業秘密を漏洩、又は不正

に利用したことにより、相手側に損失を与えた場合は、損害賠償の責任を負わなければならない。 

 

第３章 契約の効力 

第４４条 法に基づき成立した契約は、成立した時点で効力を発するものとする。法律及び行政

法規により契約の効力に関しては、許可、登録等の手続を経なければならないと規定されている

場合は、その規定に従う。 

第４５条 当事者は契約の効力に対して、条件を付けることができる。効力発生条件付の契約は、

条件が達成した時点で効力を発するものとする。解除条件付の契約は、条件が達成した時点で効

力を失うものとする。当事者が自らの利益のために、条件の達成を不正に阻止した場合、条件は

達成したものと看做す。条件の達成を不正に促進した場合、条件は達成していないものと看做す。 

第４６条 当事者は契約の効力に対し、期限を付けることができる。効力発生期限付きの契約は、

期限到来の時点で効力を発するものとする。終了期限付きの契約は、期限切れの時点で効力を失

うものとする。 

第４７条 民事行為能力制限者が締結した契約は、法定代理人の追認を経て、当該契約は有効と

なる。但し、純粋に利益獲得のための契約、又はその年齢や知能、精神的健康状況に適合した契

約は、法定代理人の追認を経る必要はない。相手方は、１ヶ月以内に追認する旨を法定代理人に

催告することができる。法定代理人が確答をしなかった場合、追認を拒絶したものと看做す。契

約が追認される前に、善意の相手方は取消権を持つ。取消は通知の方式によって行わなければな

らない。 
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第４８条 行為者が代理権を有せず、また代理権を超え、又は代理権終了後に被代理人の名義で

締結した契約は、本人の追認を得なければ、本人に対して効力がないものとし、行為者が責任を

負うものとする。相手方は、１ヶ月以内に追認する旨を本人に催告することができる。本人が確

答をしなかった場合、追認を拒絶したものとみなす。契約が追認される前に、善意の相手方は取

消権を持つものとする。取消は通知の方式によって行わなければならない。 

第４９条 行為者が代理権を有せず、代理権限を超え、又は代理権終了後に、本人の名義におい

て契約を締結したとき、相手方が行為者の代理権を信ずるに足る理由があった場合、当該代理行

為は有効とする。 

第５０条 法人又はその他の組織における法定代表者や責任者が、権限を超えて契約を締結した

場合、相手側がその権限超を知り得たか知り得るべき場合を除き、当該代表行為は有効とする。 

第５１条 処分権のない者が他人の財産を処分した場合、権利者の追認を得たとき、又は処分権

のない者が契約締結後に処分権を取得した場合、当該契約は有効とする。 

第５２条 下記に挙げる事由のいずれかに該当する場合、契約は無効とする。  

（１）一方が詐欺、脅迫の手段を用いて契約を締結し、国家の利益を害した場合。 

（２）悪意に共謀し、国家、集団又は第三者の利益を害した場合。 

（３）合法的な形で非合法的な目的を覆い隠した場合。 

（４）社会の公共利益を害した場合。 

（５）法律、行政法規における強制的規定に違反した場合。 

第５３条 契約における下記の免責条項は無効とする。  

（１）相手側に人身傷害をもたらした場合。 

（２）故意又は重大な過失により、相手側に財産の損失を与えた場合。 

第５４条 下記に挙げられる契約において、当事者の一方は契約の変更又は取消を人民法院又は

仲裁機関に求める権利がある。  

（１）重大な誤解によって締結された場合。 

（２）契約締結時に著しく公平性を欠く時。 

一方が詐欺、脅迫的な手段によって、又は他人の弱みに付け込んで、相手方に実際の意思に反

する状況において契約を締結した場合、損害を被った側は人民法院又は仲裁機関に契約の変更又

は取消を求める権利がある。当事者が契約の変更を請求した場合、人民法院又は仲裁機関は契約

を取消してはならない。 

第５５条 下記に挙げられる事由のいずれかに該当する場合、取消権は消滅する。  

（１） 取消権を有する当事者が、取消の事由を知り得た時、又は知り得るべき

日より１年以内に取消権を行使しなかった場合。 

（２） 取消権を有する当事者が取消の事由を知り得た後に、取消権を放棄する

旨を明確に示し、又は自らの行為によって取消権を放棄した場合。 
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第５６条 無効の契約又は取消された契約は、当初から法的約束力を持たないものとする。契約

の一部が無効となり、その他の部分の効力に影響しない場合、その他の部分は依然有効とする。 

第５７条 契約が無効、取消、又は終了された場合、契約における独立存在する紛争解決方法に

関する条項の効力には影響しないものとする。 

第５８条 契約が無効、又は取消された後、当該契約によって取得した財産を返還しなければな

らない。返還できない物、又は返還する必要のない物については、金額に換算して補償しなけれ

ばならない。過失のある側は、相手側にもたらした損失を賠償しなければならない。両方に過失

があった場合は、各自が相応の責任を負わなければならない。 

第５９条 当事者の悪意共謀によって、国家、集団又は第三者の利益が損害された場合、これに

よって取得した財産は、国家の所有に帰属し、又は集団、第三者に返還する。 

 

第４章 契約の履行 

第６０条 当事者は約定に基づき、自らの義務を全面的に履行しなければならない。当事者は、

誠実信用の原則を遵守し、契約の性質、目的や取引の慣習によって、通知、協力、秘密保持等の

義務を履行しなければならない。 

第６１条 契約の効力発生後、当事者が品質、価格又は報酬、履行場所などの内容について当事

者間の約定がないか又は不明確な場合は、補充協議を行うことができる。補充協議が成立できな

い場合は、契約の関連条項又は取引の習慣に従って確定する。 

第６２条 当事者は契約の内容について約定が不明確である場合、本法第６１条の規定に照らし

てもまた確定できない場合は、下記の規定を適用する。  

（１） 品質基準が不明確な場合は、国家基準、業界基準に基づき履行する。国

家基準、業界基準がない場合、通常基準又は契約の目的に符合する特定

の基準に基づいて履行する。 

（２） 価格又は報酬が不明確な場合は、契約締結時の履行地の市場価格に従い

履行する。法により、政府指定価格又は政府の指導価格で執行しなけれ

ばならない場合については、その規定に従って履行する。 

（３） 金銭を給付する契約で履行地が不明確な場合は、金銭の給付を受ける一

方の所在地を履行地とする。不動産を引き渡す契約では、不動産の所在

地を履行地とする。その他の目的においては、履行業務がある一方の所

在地を履行地とする。 

（４） 履行期限が不明確な時は、債務者は随時に履行でき、債権者は随時に履

行を請求できるが、相手側に必要な期間を与えなければならない。 

（５） 履行方式が不明確な時は、契約の目的を実現するために有利となる方式

に照らして履行する。 
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（６） 履行費用の負担が不明確な時は、履行業務を負う一方が負担する。 

第６３条 政府指定価格又は政府指導価格を執行する場合、契約に定めた引渡期限内で政府価格

が調整されたときは、引渡時の価格により計算する。標的物の引渡時期を遅延させ、価格が上昇

した場合は元の価格にて行い、価格が下落したときは新しい価格にて行う。標的物の引取時期又

は代金の支払時期を遅延させ、価格が上昇した時は新しい価格にて行ない、価格が下落した時は

元の価格にて行う。 

第６４条 当事者間で債務者が第三者に対して債務を履行することを約定している場合において、

債務者が第三者に債務を履行しない場合、又は約定通りに債務を履行していない場合は、債務者

は債権者に対し違約責任を負わなければならない。 

第６５条 当事者間で第三者が債権者に対して債務を履行することを約定している時において、

第三者が債務を履行しない時、又は約定通りに債務を履行していない場合は、債務者は債権者に

対し違約責任を負わなければならない。 

第６６条 当事者が相互に債務を負い、履行の順序を定めていない場合は、同時に履行するもの

とする。一方は、相手側が履行する前に相手方の履行請求を拒否する権利を有する。一方は、相

手側による債務の履行が約定通りにされていないときに、それに相応する履行請求を拒否する権

利を有する。 

第６７条 当事者が相互に債務を負い、履行の順序が定められている時で、先に履行すべき一方

が履行していない時は、後に履行すべき一方はその履行請求を拒否する権利を有する。先に履行

すべき一方が債務履行を約定通りにしないときに、後に履行すべき一方は、それに相応する履行

請求を拒否する権利を有する。 

第６８条 先に履行すべき当事者は、確実な証拠を持って相手方に下記に挙げられる事由の一つ

があることを証明できる時には、債務の履行を中止することができる。  

（１） 経営情況が著しく悪化している場合。 

（２） 債務を免れるために財産や資金を移転、隠匿している場合。 

（３） 取引の信用を喪失した場合。 

（４） 債務履行能力を喪失又は喪失する恐れがあるその他の事由がある場合。

当事者は確実な証拠はなく、履行を中止した場合、違約責任を負わなけ

ればならない。 

第６９条 当事者は本法律第６８条の規定により履行を中止したときは、遅滞なく相手方に通知

しなければならない。相手方が適切な担保を提供したときには履行を回復しなければならない。

履行を中止した後に相手が合理的な期間内に履行能力を回復せず、且つ適切な担保も提供しない

ときには、履行を中止した一方は契約を解除することができる。 

第７０条 債権者が分社、合弁、又は住所変更をし、債務者に通知せず、これにより債務の履行

に困難が生じた場合は、債務者は履行を中止し、又は、標的物を供託することができる。 
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第７１条 債権者は債務者が債務の繰り上げ履行を拒否することができる。但し、繰り上げ履行

が債権者の利益を害しないときはこの限りではない。債務者が債務の繰り上げ履行により増加し

た債権者の費用は、債務者が負担する。 

第７２条 債権者は、債務者による債務の一部履行を拒否することができる。但し、一部履行が

債権者の利益を害しないときはこの限りではない。債務者が債務の一部履行により増加した債権

者の費用は、債務者が負担する。 

第７３条 債務者が期限の到来した債権の行使を怠ったことにより、債権者に損害を与えたとき

は、債権者は自己の名義で債務者の債権を代位行使するよう人民法院に請求することができる。

但し、債務者の一身に専属する債権はこの限りではない。代位権の行使範囲は、債権者の債権を

限度とする。債権者が代位権を行使する際に必要な費用は債務者が負担する。 

第７４条 債務者が、期限が到来している債権を放棄し、又は、財産を無償で譲渡したことによ

り、債権者に損害を与えたときは、債権者は債務者の行為を取り消すよう人民法院に請求するこ

とができる。債務者が著しく不合理な安値で財産を譲渡したことにより、債権者に損害を与え、

且つ譲受人が当該事由を知ったときは、債権者も債務者の行為を取り消すよう人民法院に請求す

ることができる。取消権の行使範囲は、債権者の債権額を限度とする。債権者が取消権を行使す

る際に必要な費用は債務者が負担する。 

第７５条 取消権は、債務者が取り消し事由を知り得た日又は知り得るべき日より１年以内に行

使しなければならない。債務者の行為が発生した日より５年以内に取消権を行使しないときは、

当該取消権は消滅する。 

第７６条 契約が効力を生じた後に、当事者はその姓名、名称の変更、又は法定代表者、責任者、

担当者の変動を理由に契約業務を履行しないことがあってはならない。 

 

第５章 契約の変更と譲渡 

第７７条 当時者は協議の一致により契約を変更することができる。法律及び行政法規により契

約の変更に許可、登記などの手続を取らなければならない規定があるは、その規定に従う。 

第７８条 当事者が契約変更の内容に対して明確に約定していないときは、変更していないこと

と推定する。 

第７９条 債権者は契約の権利の全部又は一部を第三者に譲渡することができる。但し、下記の

事由のいずれかに該当するときにはこの限りではない。  

（１）契約の性質により譲渡することができない場合。 

（２）当事者の約定により譲渡することができない場合。 

（３）法律の規定により譲渡を禁止している場合。 
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第８０条 債権者が権利を譲渡するときは、債務者に通知しなければならない。通知してない場

合、当該譲渡は債務者に対する効力を有しない。債権者は権利譲渡の通知を取り消してはならな

い。但し、譲受人の同意を得た場合はこの限りではない。 

第８１条 債権者が権利を譲渡するときは、受ける側は債権に関わる従的権利を取得する。但し、

債権者自身に専属する従的権利はこの限りではない。 

第８２条 債務者は債権譲渡の通知を受領した後に、譲渡人に対する抗弁を譲受人に対して主張

することができる。 

第８３条 債務者は債権譲渡の通知を受領した後に、譲渡人に対して債権を享受し、且つ、債務

者の債権が譲渡する債権より先に又は同時に期限が到来するときは、譲受人に対して相殺するこ

とを主張することができる。 

第８４条 債務者は契約義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせるときは、債権者の同意を

得なければならない。 

第８５条 債務者が義務を転移させるときは、新債務者は旧債務者に対する抗弁を主張すること

ができる。 

第８６条 債務者が義務を転移させるときは、新債務者は主債務に関わる従的債務を負わなけれ

ばならない。但し当該従的債務が旧債務者自身に専属される場合はこの限りではない。 

第８７条 法律及び行政法規により権利の譲渡や義務の転移において許可、登記などの手続を行

わなければならないと規定されているときは、その規定に従う。 

第８８条 当事者の一方は相手方の同意を得て自己の契約上の権利と義務を第三者に一括に譲渡

することができる。 

第８９条 権利と義務を一括譲渡するときは、本法律第７９条、第８１条から第８３条、第８５

条から第８７条の規定を適用する。 

第９０条 当事者が契約を締結した後に合弁を行なった場合、合弁後の法人又はその他の組織が

契約の権利を行使し、契約の義務を履行する。当事者が契約を締結した後に分社を行なったとき

は、債権者と債務者とが別に約定しているときを除き、分社後の法人又はその他の組織が、契約

上の権利と義務への連帯債権を有し、連帯債務を負う。 

 

第６章 契約の権利義務の終了 

第９１条 下記に挙げられる事由のいずれかが発生したときは、契約上の権利義務が終了する。

（１）約定通りに債務が履行されたとき。 
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（２）契約が解除されたとき。 

（３）債務が相互に相殺されたとき。 

（４）債務者が法に基づき標的物を供託したとき。 

（５）債務者が債務を免除したとき。 

（６）債権と債務が同一人に帰したとき。 

（７）法律の規定又は当事者の約定により終了が定められているその他の事由があるとき。 

第９２条 契約の権利義務が終了した後に、当事者は誠実信用の原則に則り、取引慣習に従って、

通知、協力、秘密保持等の義務を履行しなければならない。 

第９３条 当事者は、合意にて契約を解除することができる。当事者は、一方が契約を解除する

条件を約定することができる。契約解除の条件が成就したときに、解除権を有する者は契約を解

除することができる。 

第９４条 下記に挙げられる事由のいずれかが発生したときは、当事者は契約を解除することが

できる。  

（１） 不可抗力により契約の目的を達成できなくなったとき。 

（２） 履行の期限が満了する前に、当事者の一方が主な債務を履行しない旨を

明確に、又は自己の行為によって表示したとき。 

（３） 当事者の一方が主な債務の履行を遅滞し、催告を受けた後にも合理的な

期間内に履行しないとき。 

（４） 当事者の一方が債務の履行を遅滞し、又はその他の違約行為により契約

の目的が達成できなくなったとき。 

（５） 法律で規定するその他の事由があるとき。 

第９５条 法律の規定又は当事者の約定により解除権の行使期間が定められているときに、期間

が満了まで当事者が行使しないときは、当該権利は消滅する。法律の規定又は当事者の約定によ

り解除権の行使期間が定められていないときに、相手方の催告を受けた後、合理的な期間内に行

使しない場合、当該権利は消滅する。 

第９６条 当事者の一方が本法律第９３条第２項、第９４条の規定に基づき契約の解除を主張す

る場合は、相手方に通知しなければならない。契約は通知が相手方に到達した時点で解除される。

相手方は異議があるときには、契約解除の効力の確認を人民法院又は仲裁機関に請求することが

できる。 

 法律及び行政法規により契約の解除に許可、登記などの手続を行わなければならないと規定さ

れている場合、その規定に従う。 

第９７条 契約を解除した後にまだ履行されていないものは、履行を終了する。既に履行してい

る契約については、履行の状況と契約の性質に応じて、当事者は現状回復、その他の救済措置を

採る要求することができ、且つ損害賠償を請求する権利を有する。 
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第９８条 契約の権利義務の終了は、契約の中で定められている決済と精算に関する条項の効力

に影響しない。 

第９９条 当事者は相互に弁済期にある債務を負い、当該債務の標的物の種類、品質が同様であ

るときには、一方は自己の債務をもって相手方の債務と相殺することができる。但し、法律の規

定又は契約の性質により相殺することができないときはこの限りではない。当事者が相殺を主張

するときは、相手方に通知しなければならない。通知は、相手方に到達した時点より効力を生じ

る。相殺には条件又は期限を付けてはならない。 

第１００条 当事者は相互に債務を負い、標的物の種類、品質が異なる債務であっても、当事者

双方が合意したときは、相互に負担する債務を相殺することもできる。 

第１０１条 下記の事由のいずれかに該当し、債務の履行が困難なときは、債務者は標的物を供

託することができる。  

（１） 債務者が正当な理由なしに受領を拒否したとき。 

（２） 債権者が行方不明になったとき。 

（３） 債権者が死亡し相続人が定められていないとき、又は債権者が民事行為

能力を喪失し後見人が確定されていないとき。 

（４） 法律規定に定めるその他の事由があるとき。 

標的物が供託に適さず、又は供託に過大な費用を要するときは、債務者は法に従

い標的物を競売又は売却して取得したお金を供託することができる。 

第１０２条 標的物を供託した後に、債権者が行方不明になっているときを除き、債務者は遅滞

なく債権者又は債権者の相続人、後見人に通知しなければならない。 

第１０３条 標的物を供託中に毀損、減失の危険は、債権者が負担する。供託期間中に標的物か

ら生じる収益は、債権者に帰する。供託費用は、債権者が負担する。 

第１０４条 債権者は随時供託の標的物を受取ることができる。但し、債権者が債務者に対し弁

済期にある債務を負うときは、債権者がその債務を履行せず、又は担保を提供しなければ、供託

部門は債務者の要求により供託の目的物の受取りを拒絶しなければならない。債権者が供託物を

受取る権利は、供託の日より５年内に行使しないときは、消滅し、供託の目的物は供託費用を差

し引いた後に国の所有に帰する。 

第１０５条 債権者が債務者の債務の一部又は全部を免除したときは、契約の権利義務の一部又

は全部が終了する。 

第１０６条 債権と債務が同一人に帰したときは、契約の権利義務は終止する。但し、第三者の

利益に関わる場合はこの限りではない。 
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第７章 違約責任 

第１０７条 当事者の一方が契約義務を履行せず、又は約定通りに履行していないときは、履行

の継続、救済措置の採用、又は損害の賠償等の違約責任を負わなければならない。 

第１０８条 当事者の一方が契約義務を履行しない旨を明確に表明し、又は自己の行為によって

表示したときは、相手方は履行期限が満了する前に違約責任を負うように請求することができる。 

第１０９条 当事者の一方が価格又は報酬を支払わないときは、相手方はその価格又は報酬の支

払を請求することができる。 

第１１０条 当事者の一方が非金銭債務を履行せず又は約定通りに非金銭債務を履行していない

ときは、相手方は履行を請求することができる。但し、下記の事由のいずれかに該当するときは

この限りではない。  

（１）法律上又は事実上において履行が不能であるとき。 

（２）債務の標的物が強制履行に適せず又は履行に過大な費用を要するとき。 

（３）債権者が合理的な期間内に履行を請求しないとき。 

第１１１条 品質が約定に適合しないときは、当事者の約定に従い違約責任を負わなければなら

ない。違約責任に関しての約定がなく、又は約定が不明確の場合、本法律第６１条の規定によっ

ても確定できないときは、被害者の標的物の性質及び損失程度に応じ、修理、交換、やりなおし、

返品、価格又は報酬の減額などの違約責任を合理的に選択して相手方に請求することができる。 

第１１２条 当事者一方が契約義務を履行しない又は約定通りに履行しなかったときに、その義

務を履行又は救済措置を採った後に、相手方になお損失があるときは、その損失を賠償しなけれ

ばならない。 

第１１３条 当事者一方が契約義務を履行しない又は約定通りに履行しなかったことで、相手方

に損失をもたらしたときは、損失の賠償額は違約によりもたらされる損失に相当しなければなら

ず、契約履行によって得ることのできる利益を含むことができるが、契約に違反した一方が契約

締結時に予見した又は予見し得た契約違反による損失を超えてはならない。経営者が消費者に提

供した商品又はサービスに詐欺行為があった場合、「中華人民共和国消費者権益保護法」の規定

に従い損害賠償責任を負わなければならない。 

第１１４条 当事者は、一方が違約したときに違約の程度に応じて相手方に一定金額の違約金を

支払うことを約定することもでき、違約による損失への賠償金額の計算方法を約定することもで

きる。約定した違約金が実損を下回るときは、当事者は人民法院又は仲裁機関に増加を請求する

ことができ、約定の違約金が実損を上回るときは、当事者は人民法院または仲裁機関に適当な減

額を請求することができる。当事者が履行遅滞についての違約金を定めているときは、違約方は

違約金を支払った後に債務を履行しなければならない。 
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第１１５条 当事者は「中華人民共和国担保法」に基づき、一方が債権の担保として相手方に手

付金を給付することを定めることができる。債務者は債務を履行した後に手付金を代金に充当し、

又は返還してもらわなければならない。手付金を給付した一方が約定された債務を履行しないと

きは、手付金の返還を請求することができない。手付金を受領した一方が約定された債務を履行

しないときは、手付金の倍額を返還しなければならない。 

第１１６条 当事者が違約金と手付金の両方を定めているときは、一方が違約したときに相手方

は違約金条項と手付金条項を選択して適用することができる。 

第１１７条 不可抗力により契約が履行できなくなったときは、不可抗力の影響に応じて、責任

の一部または全部を免除するが、法律で別に規定があるときはこの限りではない。当事者が履行

を遅滞した後に不可抗力事由が生じた場合は、責任を免除することはできない。本法律にいう不

可抗力とは、予見できず、回避できず且つ克服できない客観的状況をいう。 

第１１８条 当事者の一方は不可抗力により契約を履行できなくなったときには、相手方に与え

る損失を軽減させるため、速やかに相手方に通知しなければならない。また、合理的期間内に証

明を提出しなければならない。 

第１１９条 当事者の一方が違約した後に、相手方は損失拡大を防止するため適切な措置を講じ

なければならない。適切な措置を怠ったことによって、損失を拡大させた損失につき賠償を請求

することはできない。当事者が損失の拡大を防止するために支出した合理的費用は違約方が負担

する。 

第１２０条 当事者双方とも契約に違反したときは、それぞれ相応の責任を負わなければならな

い。 

第１２１条 当事者の一方は第三者の責に帰すべき事由により違約した場合、相手方に対し違約

責任を負わなければならない。当事者の一方と第三者との紛争は法律の規定若しくは約定に基づ

き解決する。 

第１２２条 当事者の一方の違約行為により、相手方の人身、財産の権益が侵害されたときは、

被害者はこの法律により違約責任又は他の法律に従い不法行為責任を負わせることができる。 

 

第８章 その他 

第１２３条 他の法律において契約に関する規定がある場合、それに従う。 

第１２４条 この法律の細則又はその他の法律で明文規定のない契約については、この法律の総

則を適用し、且つこの法律の細則又はその他の法律に最も類似した規定を参照することができる。 
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第１２５条 当事者は契約条項の理解に異議があるとき、契約の使用用語、契約の関係条項、契

約の目的、取引慣習及び誠実信用の原則に照らして、その条項の真意を決めなければならない。

二種類以上の言語で締結し且つ同等の効力を持つ契約は、各言語の契約における用語を同じ意味

と推定する。各言語の契約における使用用語が異なるときは、契約の目的に従い解釈しなければ

ならない。 

第１２６条 渉外契約の当事者は契約紛争に適用する法律を選択することができる。但し、法律

に別段の定めがあるときはこの限りでない。渉外契約の当事者が選択しないときは、契約と最も

密接な関係のある国の法律を適用する。中華人民共和国で履行する中外合弁経営企業契約、中外

合作経営企業契約、中外合作自然資源調査開発契約には中華人民共和国の法律を適用する。 

第１２７条 工商行政管理部門及びその他の関係行政主管部門はそれぞれの権限範囲で法律、行

政法規の規定に従い、契約を利用して国家利益、社会公共の利益を害する違法行為を監督し、処

理する。犯罪に当たるときは、法に基づき刑事責任を追及する。 

第１２８条 当事者は和解や調停により契約紛争を解決することができる。 

当事者に和解、調停に依拠する意思がなく又は和解、調停で成功できなかったときは、仲裁協

議に従い仲裁機関に仲裁を申し立てることができる。渉外契約の当事者は中国仲裁機構又はその

他の仲裁機関に仲裁を申したてることができる。当事者は仲裁協議を締結せず、又は仲裁協議が

無効であるとき、人民法院に訴訟を起こすことができる。当事者は法律上の効力を生じた判決、

仲裁判決、調停書を履行しなければならない。履行しないときは、相手方は人民法院に執行を申

し立てることができる。 

第１２９条 海外商品の売買契約と技術輸出契約に関わる紛争の提訴期間若しくは仲裁申し立て

の期間は４年とし、当事者がその権利の侵害を知った日、若しくは知り得た日から計算する。そ

の他の契約に関わる提訴期間若しくは仲裁期限は、関係法律の規定に従う。 

 

 

細則 

第９章 売買契約 

第１３０条 売買契約とは、売手が目的物の所有権を買手に移し、買手が代価を支払う契約であ

る。 

第１３１条 売買契約には、本法第１２条の規定の他に包装方式、検査基準や方法、決済方式、

契約に用いられる文字及びその効力などの条項を定めることができる。 
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第１３２条 売買の目的物は、売手の所有であり、売手が処分する権利を有するものでなければ

ならない。法律、行政的法規によって譲渡が禁止され、制限されるものについては、その規定に

従う。 

第１３３条 目的物の所有権は、目的物が引き渡された時点から移転する。但し、法律に別途定

められ、または当事者間に別途約定がある場合はこの限りではない。 

第１３４条 当事者は売買契約において、売手が代金未払、又はその他の義務を履行しない場合、

目的物の所有権は売手に属する旨を売買契約に定めることができる。 

第１３５条 売手は買手に目的物を交付し、または目的物を受け取るための書類の交付を行い、

目的物の所有権移転の義務を履行しなければならない。 

第１３６条 売手は約定又は売買の慣習に従い、買手に目的物を受取るための書類以外の関連書

類と資料を交付しなければならない。 

第１３７条 知的所有権を有するコンピューター・ソフトなどの目的物を売却する場合、法律に

別途定められ、又は当事者間に別途約定がある場合を除き、当該知的所有権は買手に属するもの

ではない。 

第１３８条 売手は定められた期限に従い目的物を交付しなければならない。引渡期間が定めら

れたものに対し、売手は当該引渡期間内のいずれかの期間において交付することができる。 

第１３９条 当事者間が目的物の引渡期限を定めていないとき、又は約定が不明確の場合は本法

第６１条、第６２条第４項の規定を適用する。 

第１４０条 目的物が契約の締結前に既に買手に占有された場合、契約の効力発生時を引渡の時

とする。 

第１４１条 売手は定められた場所において、目的物を引き渡さなければならない。当事者が引

渡の場所を定めていない場合又は約定が不明確の場合、本法第６１条の規定によっても、なお確

定できない場合は下記の規定を適用する。 

（１） 運送を要する目的物の場合、売手は目的物を第一運送引受人に交付し、

買手に引き渡すようにしなければならない。 

（２） 運送を要しない目的物の場合、売手と買手が契約締結時に、目的物の存

在場所を知っていた場合、売手は当該場所にて目的物を引き渡さなけれ

ばならない。目的物の存在場所ということを知らなかった場合、売手が

契約を締結した時点の営業地にて目的物を引き渡さなければならない。 

第１４２条 目的物の毀損、減失の危険については、目的物が引渡される前は売手が負担し、引

渡された後は買手が負担する。但し、法律に別途規定があり、又は当時者に別途約定がある場合

は、この限りではない。 
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第１４３条 買手の原因により目的物が約定の期限まで引渡しできなかった場合、買手は約定違

反の当日から、目的物の毀損、減失の危険を負わなければならない。 

第１４４条  売手が運送業者に引渡した、運送途中の標的物を売却する場合、当事者に別途約

定がある場合を除き、毀損、減失の危険は契約成立の時点から買手が負担するものとする。 

第１４５条 当事者間で交付場所を定めていないとき又は約定が不明確であり、且つ本法第１４

１条第２項に規定する運送を要する目的物に関しては、売手が目的物を第一者の運送業者に交付

した後の目的物の毀損、減失の危険は買手が負担するものとする。 

第１４６条 売手が約定に従い、又は本法第１４１条第２項第２号の規定に従い、目的物を引渡

場所に置いたが、買手が約定に違反し、これを受け取らなかった場合、目的物の毀損、減失の危

険は、約定を違反した当日から、買手が負うものとする。 

第１４７条 売手が約定に従い、目的物に関連する書類と資料を交付しなかった場合は、目的物

の毀損、減失の危険の移転には影響しないものとする。 

第１４８条 目的物の品質が品質基準に符合しないことにより、契約の目的が実現できなかった

場合、買手は目的物の受取を拒絶する又は契約を解除することができる。買手が目的物の受取を

拒絶し又は契約を解除した場合、目的物の毀損、減失の危険は売手が負うものとする。 

第１４９条 目的物の毀損、減失の危険を買い手が負う場合、売手の債務履行が約定に符合しな

いことに対し、買手は売手の違約責任を追及する権利を有する。 

第１５０条 売手は既に引渡した目的物に対し、第三者が買手にいかなる権利も主張しないこと

を保障する義務がある。但し、法律に別途定めのある場合はこの限りではない。 

第１５１条 買手が契約を締結する時に、売買の目的物に対する第三者の所有権の存在を知った

又は知り得るべきとき、売手は本法第１５０条に規定する義務を負わないものとする。 

第１５２条 買手が確かな証拠をもって、第三者の目的物への権利主張の可能性を証明した場合、

相応する代金主張の可能性を証明した場合、相応する代金の支払を取り止めることができる。但

し､売手が適当な担保を提供した場合は、この限りではない。 

第１５３条 売手は定められた品質の基準に従い目的物を交付しなければならない。売手が目的

物に関する品質の説明を提供した場合、引渡される目的物は、当該説明の品質基準に合致しなけ

ればならない。 

第１５４条 当事者は目的物の品質に対する約定がないとき、又は約定が不明確である場合、本

法第６１条の規定によっても、なお確定できない場合は、本法第６２条１項の規定を適用する。 

第１５５条 売手が引渡した目的物が品質の基準に符合しない場合、買手は本法第１１１条の規

定に基づき相手方に違約責任を求めることができる。 

中国 唐山市日本事務所 編集整理  不許複製 18



第１５６条 売手は約定された包装方式に従い目的物を引渡さなければならない。包装方式につ

いて約定がない又は約定が明確でない場合、本法第６１条の規定によっても、なお確定できない

場合は、通常の方式による包装を行わなければならない。通常の方式がない場合は、目的物を十

分保護できる包装方式を取らなければならない。 

第１５７条 買手は目的物を受け取ってから約定の検査期間内に検査を行わなければならない。

検査期間の約定がない場合であっても、適時検査を行わなければならない。 

第１５８条 当事者に検査期間に関する約定があるとき、買手は検査期間内に目的物の数量や品

質に関する約定条項との相違を売手に知らせなければならない。買手が知らせを怠った場合、目

的物の数量や品質は、約定に符合するものと看做す。当事者間に検査期間に対する約定がない場

合、買手は目的物の数量や品質に関する約定との相違を発見し得る、又は発見し得るべき合理的

期間内に、売手に知らせなければならない。買手が合理的期間内において、又は目的物を受け取

った日から２年以内において、売手に知らせなかった場合、目的物の数量や品質は約定に符合す

るものと看做す。但し、目的物に品質の保証期間があった場合は、品質の保証期間を適用し、上

記２年の規定は適用しないものとする。売手が、提供した目的物が約定に適合しないことを知り

得たとき、又は知り得るべきとき、買手は上記２項で定める通知時間の制限を受けないものとす

る。 

第１５９条 買手は約定の金額の代金を支払わなければならない。代金について約定がないとき、

又は約定が不明確である場合、本法第６１条、第６２条の第２項の規定を適用する。 

第１６０条 買手は約定の場所に代金を支払わなければならない。支払場所について約定のない

とき、又は約定が不明確である場合本法第６１条の規定によっても、なお確定できない場合、買

手は売手の営業地にて支払わなければならない。但し、約定された支払代金が、目的物の交付、

又は目的物の引き取り書類の交付を条件とする場合は、目的物の交付地、又は目的物の引取書類

の所在地にて支払うものとする。 

第１６１条 買手は約定期間内に代金を支払わなければならない。支払期間に対する約定がない

とき、又は約定が不明確である場合本法第６１条の規定によっても、なお確定できない場合、買

手は目的物、又は目的物の引取書類を受け取ると同時に代金を支払う。 

第１６２条 売手が標的物を過剰交付した場合、買手は過剰交付された部分を受け取るか、又は

断ることができる。買手が過剰交付された部分を受け取った場合は、契約価格に従い、代金を支

払うものとする。買手が過剰交付された部分を断る場合は、適時に売手に知らせなければばらな

い。 

第１６３条 目的物を交付する前に目的物によって生じる収益は、売手の所有に帰属し、交付さ

れた後に生じる収益は買手の所有に帰属する。 

第１６４条 目的物の主体物が約定に符合しないことにより、契約を解除する場合は、契約解除

の効力は付属物にも及ぶものとする。目的物の付属物が約定に符合しないことにより、契約が解

除される場合、解除の効力は主体物には及ばないものとする。 
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第１６５条 標的物が複数で、その中の一つが約定に符合しない場合、買手は当該物について、

解除することができる。但し、当該物と他の物との分離によって、目的物の価値が明らかに損害

される場合、当事者は複数の物について、契約を解除することができる。 

第１６６条 売手が目的物を複数回に分けて引渡す場合、売手がその中の一回分標的物を引渡さ

ないとき、又は引渡したものが約定に符合しないため、当該標的物が契約の目的を実現できない

場合、買手は当該目的物に関する契約を解除することができる。売手がその中の一回分の目的物

を引渡さないとき、引渡したものが約定に符合しないため、他の目的物の契約目的を実現できな

くなる場合、買手は当該一回分の目的物及びその他の目的物について契約を解除することができ

る。買手がその中の一回分の目的物を契約解除し、当該目的物とその他の目的物が相互依存関係

にあるものであれば、既に交付されたもの、又は交付されていないその他の目的物について、解

除することができる。 

第１６７条 分割払いの買手が期限切れの未払い代金が全部代金の五分の一に達した場合、売手

は買手に、代金金額の支払いを求めるか、又は契約を解除することができる。売手が契約を解除

する場合、買手に当該目的物の使用費を請求することができる。 

第１６８条 見本により取引を行う当事者は、見本を封印保存すべきであり、見本の品質に対し

説明しなければならない。売手が交付する標的物は、見本及びその説明に示す品質と同じもので

なければならない。 

第１６９条 見本により取引を行う買手は、見本に隠された瑕疵があることを知らない場合、交

付された目的物が、たとえ見本と同じであっても、売手が交付した目的物の品質は、依然として

同種類物の通常基準に符合するものでなければならない。 

第１７０条 試用売買を行う当事者は、目的物の試用期間について約定することができる。試用

期間について約定がないとき、又は約定が不明確である場合、本法第６１条の規定によっても、

なお確定できない場合は、売手が確定する。 

第１７１条 試用売買を行う買手は、試用期間内に目的物を購入することができるものとし、購

入を拒絶することもできる。試用期間が満了した後に買手が標的物を購入する否について態度を

示さない場合、購入するものとみなす。 

第１７２条 入札募集、入札売買を行う当事者の権利と義務及び入札募集、入札の手順などは、

関連法律、行政的法規の規定に従って行う。 

第１７３条 競売の当事者の権利と義務及び競売の手順などは、関連法律、行政法規の規定に従

って行う。 

第１７４条 法律がその他の有償契約に対して規定がある場合、その規定に従うべきであり、規

定のない場合は売買契約の関連規定を参照するものとする。 
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第１７５条 当事者が物々交換、目的物の所有権の移転について約定する場合、売買契約の関連

規定を参照するものとする。 

 

第１０章 電気、水、ガス、熱力供給契約 

第１７６条 電気供給契約とは、電気供給者が電気使用者に電気を供給し、電気使用者が電気代

金を支払う契約をいう。 

第１７７条 電気供給契約内容には、電気供給方式、品質、時間、電気使用容量、住所、性質、

測定方法、電気価格、電気代金の決済方式、電気供給設備のメンテナンス責任などの条項が含ま

れる。 

第１７８条 電気供給契約の履行場所は、当事者の約定に従う。当事者間に約定がないとき、又

は約定が不明確な場合、電気供給設備の財産権の分離境界線を履行場所とする。 

第１７９条 電気供給者は、国家の定める電気供給品質基準及び規定に従い、安全に電気供給を

行わなければならない。電気供給者が国家の定める電気供給品質基準及び規定通り安全に電気供

給を行わず、電気使用者に損失をもたらした場合は、損害賠償の責任を負わなければならない。 

第１８０条 電気供給者は、電気供給施設に対し計画的に点検修理し、臨時的点検修理を行い、

法により電気を制限、又は電気使用者の違法行為によって電気供給を中断する必要が生じたとき、

国家の関連規定に従い、予め電気の使用者に知らせなければならない。予め電気使用者に通知せ

ず、停電によって電気使用者に損失を与えた場合、その損害賠償の責任を負わなければならない。 

第１８１条 自然災害等の原因により停電した場合、電気供給者は国家の関連規定に従い、直ち

に応急修理を行わなければならない。それを怠って、電気使用者に損失を与えた場合は、損害賠

償の責任を負わなければならない。 

第１８２条 電気使用者は、国家の関連規定と当事者間の約定に従い、適時に電気代金を支払わ

なければならない。電気使用者が期限を過ぎても電気代金を支払わないときは、約定により違約

金を支払わなければならない。催告された後も、電気使用者が合理的期限内に電気代金と違約近

を支払わない場合、電気供給者は国が定める手順に基づき電気の供給を中止することができる。 

第１８３条 電気使用者は国家の関連規定及び当事者の約定に従い、電気の安全使用に努めなけ

ればならない。電気使用者が国家の関連法規及び当事者の約定に従い電気を安全に使用しない理

由で電気供給者に損失を与えたときは、損害賠償の責任を負わなければならない。 

第１８４条 水の供給、ガスの供給、熱力の供給契約については、電気供給契約の関連規定を参

照するものとする。 
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第１１章 贈与契約 

第１８５条 贈与契約とは、贈与者が自分の財産を受贈者に無償で与え、受贈者が受贈与の意思

を表示する契約をいう。 

第１８６条 贈与者は、贈与財産の権利が転移される前に贈与を取り消すことができる。救済、

貧困に対する支援等社会公益、道徳義務の性格を有する契約、又は公証手続を行なった後の贈与

契約については前項の規定を適用しない。 

第１８７条 贈与財産は、法に従い登録等の手続を行なう必要がある場合、関連手続を行わなけ

ればならない。 

第１８８条 救済、貧困支援等の社会公益、道徳義務の性格を有する契約、又は公証手続を行な

った後の贈与契約について、贈与者が財産を贈与しない場合、受贈者は、財産の交付を求めるこ

とができる。 

第１８９条 贈与者の故意又は重大過失により、贈与される財産が毀損、減失した場合、贈与者

は損害賠償の責任を負わなければならない。 

第１９０条 贈与には、義務を伴なうことを前提にすることができる。贈与に義務をつけた場合、

受贈者は約定に従い義務を履行しなければならない。 

第１９１条 贈与される財産に瑕疵があるとき、贈与者は責任を負わないものとする。義務をつ

ける贈与については贈与される財産に瑕疵があるとき、贈与者は義務の範囲内において、売手と

同様の責任を負うものとする。贈与者が故意に瑕疵のあることを知らせず、又は瑕疵のないこと

を保証することにより受贈者に損失を与えたときは、損害賠償の責任を負わなければならない。 

第１９２条 受贈者に下記に挙げる事由のいずれかが生じたとき、贈与者は贈与を取り消すこと

ができる。  

（１）贈与者又は贈与者の近親に著しい損害を与える場合。 

（２）贈与者に対し扶養の義務があるにもかかわらず、それを履行しない場合。 

（３）贈与契約に定められた義務を履行しない場合。 

贈与者の取消権は、取消の原因を知り得たとき、又は知り得るべき日から１年以内に行使しな

ければならない。 

第１９３条 受贈者の違法行為により贈与者が死亡し、又は民事的行為能力を失った場合、贈与

者の承継人や法定代理人は贈与を取り消すことができる。贈与者の承継人又は法定代理人の取消

権は、取消の原因を知り得たとき、又は知り得るべき日より６ヶ月以内に行使しなければならな

い。 

第１９４条 取消権所有者が贈与を取消す場合、受贈者に対し贈与財産の返還を求めることがで

きる。 
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第１９５条 贈与者の経済的状況が著しく悪化し、その生産経営又は家庭生活に影響を及ぼす場

合、贈与義務を履行しなくてもよいものとする。 

 

第１２章 借款契約 

第１９６条 借款契約とは、借款人が貸付人より借款し、期限内に返済し、且つ利息を支払う契

約をいう。 

第１９７条 借款契約は書面方式を採用する。但し、自然人の間で別途借款に対する約定がある

ときはこの限りではない。借款契約の内容には借款の種類、貨幣の種類、用途、金額、利息、期

限及び返済方法等の条項が含まれる。 

第１９８条 借款契約を締結するとき貸付人は、借款人に担保の提供を求めることができる。担

保については「中華人民共和国担保法」の規定に従うものとする。 

第１９９条 借款契約を締結するとき、借款人は貸付人の要請に従い、借款に関連する業務活動

及び財務状況などに関する事実を開示しなければならない。 

第２００条 借款の利息は、予め元金の中から差し引いてはならない。事前に元金から利息を差

し引いた場合、実際の借款金額に従い、借款を返済し、利息を計算しなければならない。 

第２０１条 貸付人が約定の期日、金額通り借款を提供せず、借款人に損失を与えたときは、損

害賠償の義務を負う。借款人が、約定の期日、金額通り借款を受け取らなかった場合は、約定の

期日、金額通り利息を支払わなければならない。 

第２０２条 貸付人は約定に従い、借款の使用状況を検査、監督することができる。借款人は、

約定に従い、貸付人に財務会計表等資料を定期的に提供しなければならない。 

第２０３条 借款人が定められた借款の用途と異なる目的に借款を使用したとき、貸付人は借款

の支給を停止し、借款の繰上回収又は契約解除を行なうことができる。 

第２０４条 貸付業務を行なう金融機構における貸付の利息は、中国人民銀行の定める貸付利息

の上限又は下限に従い決めなければならない。 

第２０５条 借款人は約定の期限通り、利息を支払わなければならない。利息の支払い期限に関

する約定がないとき、又は約定が不明確である場合、本法第６１条によっても、なお確定できず、

借款期間が１年未満の場合は、借款返済時に合わせて支払わなければならない。借款期間が１年

以上の場合は、１年満期毎に支払わなければならず、残りの期間が１年未満の場合は、借款返済

時に合わせて支払わなければならない。 
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第２０６条 借款人は定められた期限通りに借款を返済しなければならない。借款の返済期限に

対して約定がない、又は約定が不明確である場合、本法第６１条によっても、なお確定できない

場合、借款人は随時に返済することができる。一方貸付人は、合理的期限以内に返済するよう、

借款人に対し催告することができる。 

第２０７条 借款人が定められた期限に借款を返済しなかったときは、約定又は国家の関連規定

に従い、期限切れ利息を支払わなければならない。 

第２０８条 借款人が借款を繰上げ返済する場合、当事者間に別途約定のある場合を除き実際の

借款期間に発生する利息を支払わなければならない。 

第２０９条 借款人は、返済期限が満了する前に、貸付人に延期を求めることができる。貸付人

の同意があるときは延期できるものとする。 

第２１０条 自然人の間の借款契約は、貸付人が借款を提供した時点より効力を発する。 

第２１１条 自然人の間の借款契約で利息の支払について約定がないとき又は約定が不明確な場

合は、利息を支払わないことと見なす。自然人の間の借款契約に、利息の支払について約定があ

る場合、借款の利息は国家の借款利息の期限に関する規定に違反してはならない。 

 

第１３章 賃貸借契約 

第２１２条 賃貸借契約とは、賃貸人が賃借物を賃借人に交付使用させ、収益を得るものであり、

賃借人が賃借料を支払う契約をいう。 

第２１３条 賃貸借契約の内容には、賃貸借物の名称、数量、用途、賃貸借期限、賃借料及びそ

の支払期限と方法、賃貸借物のメンテナンス等に関する条項が含まれる。 

第２１４条 賃貸借期間は２０年を超えないものとし、２０年を超える場合、超過期間は無効と

する。賃貸借期限が満了した後に当事者は継続的に賃貸借契約を締結することができる。但し、

約定の賃貸借期間は継続締結の日より２０年を超えないものとする。 

第２１５条 賃貸借期間が６ヶ月以上の場合、契約は書面形式を採用しなければならない。当事

者が書面方式を取っていないものは、定期の賃貸借と看做さない。 

第２１６条 賃貸人は、約定に従い賃貸物を賃貸人に交付し、賃借人は借用期間中に賃借物に関

する約定に符合する用途を保持しなければならない。 

第２１７条 賃借人は、約定に従い賃借物を使用しなければならない。賃借物の使用方法に対す

る約定がないとき又は約定が不明確である場合、本法第６１条の規定によっても、なお確定でき

ない場合は、賃借物の性格に従って使用しなければならない。 
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第２１８条 賃借人は定められた方法、賃借物の性格に従って賃借物を使用し、賃借物に損傷を

もたらしたときは損害賠償の責任を負わないものとする。 

第２１９条 賃借人は、定められた方法、賃借物の性格に従わずに賃借物を使用し、賃借物に損

傷をもたらした場合、賃貸人は契約を解除し、損害賠償を求めることができる。 

第２２０条 賃貸人は賃貸物のメンテナンスの義務を履行しなければならない。但し、当事者に

別途約定があるときは、この限りではない。 

第２２１条 賃借人は、賃借物のメンテナンスを必要とする時、合理的期間内にメンテナンスを

行なうよう賃貸人に求めることができる。賃貸人がメンテナンスの義務を履行しなかった場合、

賃借人は自らメンテナンスを行なうことができる。その費用は賃貸人の負担となる。賃貸物のメ

ンテナンスの対応により賃借人の使用に差し支えがあったときは賃借料を減らすか、賃借期間を

延長しなければならない。 

第２２２条 賃借人は賃借物を保管しなければならない。不適切な保管により賃借物に毀損、減

失が生じたときは損害賠償の責任を負わなければならない。 

第２２３条 賃借人は賃貸人の許可を得て賃借物に対し改修を行い、物を増設することができる。

賃借人が賃貸人の許可を得ずに、賃借物に対して改修を行い、物を増設したとき、賃貸人は、原

状の回復や損害賠償を賃借人に求めることができる。 

第２２４条 賃借人は、賃貸人の許可を得て賃借物を第三者に転貸することができる。賃借人が

第三者に転貸した場合、賃借人と賃貸人との間の賃貸借契約は、引き続き有効であり、第三者が、

賃借物に損失を与えた場合は、賃借人が損失を賠償しなければならない。賃借人が賃貸人の許可

を得ずに、賃借物を第三者に転貸ししたとき、賃貸人は契約を解除することができる。 

第２２５条 賃借期間に賃借物を占有し、使用することによって得られる収益は、賃借人の所有

となる。但し、当事者間に別途約定がある場合はこの限りではない。 

第２２６条 賃借人は定められた期限に賃借料を支払わなければならない。支払期限について約

定がないとき又は約定が不明確である場合、本法第６１条の規定によっても、なお確定できず、

賃借期間が１年未満のときは賃借期間終了時に支払わなければならない。 

第２２７条 賃借人は正当な理由なしに賃借料を支払わないとき又は遅延したとき、賃貸人は合

理的期間内に支払うよう賃借人に求めることができる。賃借人が期限が過ぎても支払わない時、

賃貸人は契約を解除することができる。 

第２２８条 第三者が権利を主張することにより賃借人が賃借物を使用できず、収益が得られな

い場合、賃借人は賃借料の減額を求めるか又は賃借料を支払わなくてもよいものとする。第三者

が権利を主張する場合、賃借人は適時賃貸人に知らせなければならない。 
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第２２９条 賃借物が、賃借期間において所有権の変動が生じたときは、賃貸借契約の効力に影

響しないものとする。 

第２３０条 賃貸人が賃貸家屋を売却する場合、売却前の合理的期間内に賃借人にその旨を知ら

せなければならない。賃借人は同等の条件において優先的に購入する権利を有するものとする。 

第２３１条 賃借人に帰属しない事由により賃借物の一部又は全部が毀損、減失した場合、賃借

人は賃借料の減額を求めるか、又は賃借料を支払わなくてもよいものとする。賃借物の一部又は

全部が毀損、減失し、契約の目的が達成できないとき、賃借人は契約を解除することができる。 

第２３２条 当事者間に賃貸借期限について約定がない場合、又は約定が不明確であるとき、本

法第６１条の規定によっても、なお確定できない場合は不定期賃貸借と看做す。当事者は随時契

約を解除できる。但し、賃貸人が契約を解除しようとするときは、合理的期限内に賃借人に知ら

せなければならない。 

第２３３条 賃貸物が賃借人の安全や健康に危険を及ぼすとき、たとえ賃借人が、契約締結時に

当該賃借物が品質不良を知り得た後の物件であっても賃借人は依然、随時契約を解除することが

できる。 

第２３４条 賃借人が家屋の賃借期間において死亡した場合、生前に共同移住をしていた者は、

元の賃貸借契約に基づいて当該家屋を賃借することができる。 

第２３５条（賃借物の返還）  賃貸借期間終了後、賃借人は賃借物を返還しなければならない。

返還された賃借物の使用後の状態は、約定又は賃借物の性格に符合しなければならない。 

第２３６条 賃借期間終了後、賃借人が賃借物を継続して使用し賃貸人も異議を申し立てない場

合、元の賃貸借契約は引き続き有効となる。但し、賃貸借期限は不定期とする。 

 

第１４章 融資賃貸借（ファイナンス・リース）契約 

第２３７条 融資賃貸借契約とは、賃貸人が賃借人の売手及び賃貸物に対する選択に従い賃借物

を購入して賃借人に提供し、賃借人は賃借料を支払う契約をいう。 

第２３８条 融資賃貸借契約の内容には、賃貸借物の名称、数量、仕様、技術的性能、検査方法、

賃貸借期限、賃借料の構成及び支払期限と方法、貨幣の種類、賃借期間終了後の賃借物の帰属等

の条項が含まれる。融資賃貸借契約は、書面方式を採用しなければならない。 

第２３９条 賃貸人が賃借人の選択した売手、賃貸物に基づき賃借人と締結した売買契約に対し

て、売手は約定に従い賃借人に標的物を交付しなければならない。賃借人は標的物の受領に関連

する売買人の権利を享有するものとする。 
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第２４０条 賃貸人、売手、賃借人は売手が売買契約の義務を履行しない場合には賃借人が弁償

を求める権利を行使できる旨を約定に盛り込むことができる。賃借人が弁償を求める権利を行使

するとき、賃貸人は協力しなければならない。 

第２４１条 賃貸人は賃借人の売手、賃貸物に対する選択に基づき締結した売買契約について、

賃借人の同意を得ずに賃借人に関する契約内容を変更してはならない。 

第２４２条 賃貸人は賃借物の所有権を有する。賃借人が破産した場合、賃借物は破産財産に属

しない。 

第２４３条 融資賃貸借契約の賃借料は、当事者間に別途約定がある場合を除き、賃借物購入の

際の大部分、又は全部のコスト及び賃出人の合理的利益に基づいて決めなければならない。 

第２４４条 賃借物が約定又は使用目的に符合しない場合、賃貸人は責任を負わない。但し、賃

借人が賃貸人の技能を頼りに賃借物を確定した場合、又は賃貸人が賃借物の選択に関与した場合

はこの限りではない。 

第２４５条 賃貸人は賃借人の賃借物の占有及び使用を保証しなければならない。 

第２４６条 賃借人が賃借物の占有期間において、賃借物が第三者に人身傷害や財産の損害をも

たらしたとき賃貸人は責任を負わない。 

第２４７条 賃借人は賃借物を適切に保管し、使用しなければならない。 

第２４８条 賃借人は、約定に従い賃借料を支払わなければならない。賃借人が催告を受けた後、

合理的期限までに賃借料を支払わないとき、賃貸人は賃借料の金額支払いを賃借人に求め、又は

契約を解除し、賃貸物を回収することができる。 

第２４９条 当事者間に賃借期間終了後、賃借物は賃借人の所有になると約定し、しかも賃借人

が大部分の賃借料を既に支払ったが、賃借料の残額を支払能力がなくなり、賃貸人がそれが原因

で契約を解除し、賃貸物を回収したが回収された賃借物の価値が賃借人の未納賃借料及びその他

の費用を上回る場合、賃借人は賃借料の部分的返還を求めることができる。 

第２５０条 賃貸人と賃借人は賃貸借期間終了後の賃借物の帰属について、約定することができ

る。賃貸借物の帰属について約定がないとき又は約定が不明確である場合、本法第６１条の規定

によっても、なお確定できない場合、賃貸借物の所有権は賃貸人に属するものとする。 

 

第１５章 請負契約 
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第２５１条 請負契約とは、請負人が発注者の要求に基づき作業を完成し、作業の成果を交付し、

発注者は報酬を支払う契約をいう。請負には加工、注文政策、修理、複製、測定、検査等の作業

が含まれる。 

第２５２条 請負契約の内容には、請負の標的､数量、品質、報酬、請負方式、材料の提供、履行

期限、検収基準及び方法等の条項が含まれる。 

第２５３条 請負人は自己の設備、技術及び労働力によって、主要作業を完成しなければならな

い。但し、当事者に別途約定のある場合は、この限りではない。請負人が請け負った主要作業を

第三者に渡して完成させたときは、第三者によって完成された作業成果について発注者に対する

責任を負わなければならない。発注者の許可を得ていない場合、発注者は契約を解除することも

できる。 

第２５４条 請負人は、その請け負った補助的作業を第三者に渡して完成させることができる。

請負人がその請け負った補助的作業を第三者に渡して完成させた場合、当該第三者によって完成

された作業成果については、発注者に責任を負わなければならない。 

第２５５条 請負人が材料を提供する場合、請負人は約定に従い材料を選定使用し、発注者の検

査を受けなければならない。 

第２５６条 発注者が材料を提供する場合、発注者は約定に従い材料を提供しなければならない。

請負人は発注者が提供した材料に対し適時検査を行い、約定に符合しないものを発見したときは、

取替え、補充又はその他の解決措置をとるよう適時に発注者に知らせなければならない。請負人

は、発注者が提供される材料を勝手に取り替え、修理の必要のない部品を取り替えてはならない。 

第２５７条 請負人は発注者が提供する図面や技術が不合理であることに気付いたとき、適時に

発注者に知らせなければならない。発注者が回答を怠ったことにより請負人が損失を被ったとき、

発注者はその損失を賠償しなければならない。 

第２５８条 発注者が途中で請負作業への要求を変更し、請負人に損失を与えたときは、損失を

賠償しなければならない。 

第２５９条 発注者の協力を要する請負作業の場合、発注者には協力の義務がある。発注者が協

力の義務を履行しないことにより、請負作業が完成できなかった場合、請負人は合理的期限内に

義務を履行するよう発注者に催告し、履行期限を延長することができる。発注者が期限を過ぎて

も履行しないとき、請負人は契約を解除することができる。 

第２６０条 請負人は作業期間において発注者の必要な監督検査を受けなければならない。発注

者は、監督検査のために請負人の正常な作業を妨げてはならない。 

第２６１条 請負人が作業を完成した場合、発注者に作業成果を交付し、必要な技術的資料及び

品質に関する証明を提出しなければならない。発注者は当該作業成果に対する検収を行わなけれ

ばならない。 
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第２６２条 請負人が完成した作業成果が、品質の要求に符合しない場合、発注者は請負人に、

修理、やり直し、報酬の減額、損失賠償等の違約責任を求めることができる。 

第２６３条 発注者は約定の期限に従い報酬を支払わなければならない。報酬の支払期限につい

て、約定がない場合、又は約定が不明確であるとき、本法第６１条の規定によっても、なお確定

できない場合、発注者は、請負人が作業成果を交付するときに支払わなければならない。作業成

果の一部が交付された場合、発注者はそれに対応する報酬を支払わなければならない。 

第２６４条 発注者が請負人への報酬や材料費等の代金を支払わなかった場合、請負人は、完成

した作業成果に対し留置権を享有する。但し、当事者に別途約定がある場合はこの限りではない。 

第２６５条 請負人は、発注者が提供する材料及び完成した作業成果を適切に保管しなければな

らない。不適切な保管によって毀損、減失が生じた場合は、損害賠償の責任を負わなければなら

ない。 

第２６６条 請負人は、発注者の要求に従い秘密を保持しなければならない。発注者の許可なし

に複製品を造り、技術資料を盗用してはならない。 

第２６７条 共同請負人は、発注者に対し連帯責任を有するものとする。但し、当事者に別途約

定がある場合はこの限りではない。 

第２６８条 発注者は請負契約を随時解除することができる。請負人に損失を与えた場合は、そ

の損失を賠償しなければならない。 

 

第１６章 建設工事契約 

第２６９条 建設工事契約とは、請負人が工事建設を行い、発注者が代金を支払う契約をいう。

建設工事契約には、工事調査、設計、施工契約が含まれる。 

第２７０条 建設工事契約は書面方式を採用しなければならない。 

第２７１条 建設工事の入札募集、及び入札活動は関連法律の規定に従い公開、公平、公正で行

なわなければならない。 

第２７２条 発注者は、代表請負人と建設工事契約を締結することができるものとし、または調

査者、設計者、施工者それぞれと調査、設計、施工請負契約を締結することができる。発注者は

一つの請負人によって完成できる建設工事を、複数の部分に解体して、複数の請負人に発注して

はならない。代表請負人あるいは調査、設計、施工の請負人は、発注者の許可を得た上に自ら請

け負った一部の作業を、第三者に渡し、完成させることができる。第三者は、その完成した作業

成果に対し代表請負人または調査、設計、施工請負人と共に、発注人に対し連帯責任を負うもの

とする。請負人は、その請け負った建設工事全体を第三者に下請けさせ、または全体の建設工事
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を解体してそれぞれ第三者に下請けさせてはならない。請負に相応しい資質条件を持たない部門

に、工事を分けて下請けさせることを禁ずる。工事を分けられた部門が、その請け負った工事を

さらに他者に下請けさせることを禁ずる。建設工事の主体構造の施工は、必ず請負人自ら完成さ

せなければならない。 

第２７３条 国家の重大な建設工事に関する契約は、国の定める手順及び国が認可する投資計画、

実行可能性研究（フィージビリティ・スタディ）報告書に基づいて締結しなければならない。 

第２７４条 調査、設計契約の内容には、関連基礎資料と文書（概略予算を含む）の提出期限、

品質に対する要求、費用及びその他の協力条件等の条項が含まれる。 

第２７５条 工事契約の内容には、工事範囲、建設期間、中間交付工事の開工、竣工時間、工事

品質、工事価格、技術資料の交付期間、材料及び設備供給の責任、費用の交付と決済方法、竣工

後の検収など条項が含まれる。アフターサービスの範囲及び品質保証期間、双方による相互協力

等の条項が含まれる。 

第２７６条 建設工事において監督制度を導入する場合、発注者と監督者との間に書面方式によ

る監督委託契約を締結しなければならない。発注者と監督者の権利と義務及び法律責任は、本法

の委託契約及びその他の関連法律、行政法規の規定に従わなければならない。 

第２７７条 発注者は請負人の正常な作業に支障を与えない状況の下に、随時に作業の進捗情況、

品質に対する検査を行なうことができる。 

第２７８条 隠蔽工事の場合、請負人は隠蔽の前に発注者に検査するよう知らせなければならな

い。発注者が適時検査しなかった場合、請負人は工事期間を延期し、施工の停止及び時間のロス

の発生により被った損失の賠償を求める権利が有する。 

第２７９条 建設工事の竣工後、発注者は施工図面及び説明書、国が発布した施工検収にかかわ

る規範及び品質検査基準に基づき、適時検収を行わなければならない。検収に合格した場合、発

注者は約定に従い代金を支払い、当該建設工事を接収しなければならない。建設工事は、竣工後

の検収に合格してはじめて使用に交付しなければならない。検収を行なっていない又は検収に不

合格になった建設工事は使用に交付してはならない。 

第２８０条 調査、設計の品質が要求に符合せず、又は期限通り調査、設計の文書を提出せず、

工期に遅れ、発注者に損失を与えた場合、調査者、設計者は引き続き調査、設計を補完しなけれ

ばならないものとし、又は調査、設計費を減らすか徴収を免除し、且つ損失を賠償しなければな

らない。 

第２８１条 工事施工業者の原因により、建設工事の品質が約定に符合しない場合、発注者は工

事施工業者に対し合理的期限内において無償で修理し、又はやり直し、改築を求める権利がある。

修理又はやり直し、改築後それによって交付期限が遅れた場合、工事施工業者は違約責任を負わ

なければならない。 
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第２８２条 請負人の原因により、建設工事が合理的使用期限内に人身及び財産に損害を与えた

場合、請負人は損害賠償の責任を負わなければならない。 

第２８３条 発注者が約定された時間と要求通りに、原材料、設備、場所、資金、技術使用を提

供しなかった場合、請負人は工事期間を延期することができる。請負人は施工停止及び時間のロ

スにより被った損失について賠償を求める権利がある。 

第２８４条 発注者の原因により施工途中で建設が停止し、延期された場合、発注者は措置を講

じて損失を補い、又は損失を減らすものとする。これによって発生する工事の停止、時間のロス、

逆運送、機械設備の移動、材料や資材の在庫増など請負人にもたらす損失及び実際に発生する費

用を賠償しなければならない。 

第２８５条 発注者の計画変更、提供する資料が不正確であるため、又は期限通り必要な調査、

設計作業など条件を提供しないことにより、調査、設計のやり直し、作業停止、又は設計修正を

する場合、発注者は、調査者、設計者が実際に消耗した作業量に従い費用を増やさなければなら

ない。 

第２８６条 発注者が約定通り代金を支払わなかった場合、請負人は合理的期限内に代金を支払

うよう発注者に催告することができる。発注者が期限を超えても支払わない場合、建設工事の性

格上金額換算、競売に適さない建設工事を除き、請負人は発注者と協議の上、当該建設工事を金

額で換算し、処理することができる。又は当該工事を法に基づき競売できるよう人民法院に申し

立てることができる。建設工事の代金は当該工事の金額換算又は競売の代金から優先的に受け取

ることができる。 

第２８７条 本章に定められていない規定については、請負契約の関連規定を適用する。 

 

第１７章 運輸契約 

第１節 一般規定 

第２８８条 運輸契約とは、運送人が旅客や貨物を発送地から約定の場所に運送し、旅客、託送

人又は受取人が切符代や運賃を支払う契約をいう。 

第２８９条 公共運輸に従事する運送人は、旅客や託送人の通常の、合理的運送要求を断っては

ならない。 

第２９０条 運送人は約定の期間又は合理的期間内に旅客や貨物を約定の場所までに安全に運送

しなければならない。 

第２９１条 運送人は約定通り、 又は通常の運送路線を使って旅客や貨物を約定の場所まで運

送しなければならない。 
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第２９２条 旅客、託送人又は受取人は切符代や運送費用を支払わなければならない。運送人が

約定の路線や通常の運送路線を使わずに切符代や運送費用を増加した場合、旅客、託送人及び受

取人は、増加された部分の切符代や運送費用の支払を断ることができる。 

第２節 旅客運送契約 

第２９３条 旅客運送契約は運送人が旅客に切符を渡した時点から成立するものとする。但し、

当事者に別途約定がある場合、又は別途取引の慣習がある場合はこの限りではない。 

第２９４条 旅客は有効な切符をもって乗り物に乗らなければならない。旅客が切符を持たず乗

り物に乗ったり、乗り越したり、等級を超えて乗ったり、又は失効の切符をもって乗り物に乗っ

た場合、運送人は規定に基づき切符代を追加することができる。旅客が切符代を支払わない場合、

運送人は運送を断ることができる。 

第２９５条 旅客が自分の原因により、切符に記載された時間に乗れない場合は、約定の時間内

に払い戻しをするか、それとも変更手続を行わなければならない。期限が過ぎた場合、運送人は

代金の払い戻し及び運送の義務を負わなくてもよいものとする。 

第２９６条 旅客は運送途中、約定した制限量の荷物を携帯しなければならない。制限量を超え

て手荷物を携帯したときは、託送手続きを行わなければならない。 

第２９７条 旅客は燃え易いもの、爆発し易いもの、有毒物、腐蝕性や放射性があるもの、運送

道具及び人身や財産の安全に危険を及ぼす危険物又はその他の携帯禁止物を携帯したり、又は荷

物の中に入れたりしてはならない。旅客が上記条項の規定に違反した場合、運送人は携帯禁止物

をおろして廃棄し、関係禁止物の携帯や託送を堅持される場合、運送人は運送を断らなければな

らない。 

第２９８条 運送人は旅客に対し、正常の運転ができないことに関する重要事由及び安全運転に

関する注意事項を適時告知しなければならない。 

第２９９条 運送人は、切符に明記されている時間と便に従い旅客を運送しなければならない。

運送人が運送を遅延したときは、旅客の要請に基づき、他の便への乗り直しや払い戻しをしなけ

ればならない。 

第３００条 運送人が勝手に運送道具を変更し、サービスの基準を下げた場合、旅客の要請に基

づき、払い戻し又は代金を減額しなければならない。サービスの基準を上げた場合、切符代を値

上げしてはならない。 

第３０１条 運送人は運送途中に急病、分娩、危険に遭遇した旅客をできる限り救助しなければ

ならない。 

第３０２条 運送人は運送過程に旅客の死傷に対し、損害賠償責任を負わなければならない。但

し、死傷が旅客自身の健康の原因によるものであり、又は死傷は旅客の故意又は重大過失による
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ものであることを運送人が証明した場合はこの限りではない。前項の規定は、規定により切符が

免除されたり、優待券を持っていたり、又は運送人の許可によって、切符を持たずに乗車した旅

客にも適用する。 

第３０３条 運送の過程に旅客の持参物品が毀損、減失し、運送人に過失があった場合は、損害

賠償の責任を負わなければならない。旅客の託送物品が毀損、減失した場合は、貨物運送の関連

規定を適用するものとする。 

第３節 貨物運送契約 

第３０４条 託送人が貨物を託送するときは、受取人の名称又は姓名、指示による受取人を性格

に表示しなければならない。貨物の名称、性質、重量、数量、受取場所等貨物運送に関する必要

状況を運送人に正確に示さなければならない。託送人が真実の状況を申告せず、又は重要な状況

を忘れたことにより運送人に損失を与えた場合、託送人は損害賠償の責任を負わなければならな

い。 

第３０５条 認可手続又は検査手続を必要とする貨物の運送では、託送人は手続完了後の書類を

運送人に提出しなければならない。 

第３０６条 託送人は、約定の方法に従い貨物を包装しなければならない。包装様式について約

定がない、又は約定が不明確の場合は、本法第１５６条の規定を適用する。託送人が前項の規定

に違反した場合、運送人は運送を拒否することができる。 

第３０７条 託送人が燃え易いもの、爆発しやすいもの、有毒物、腐蝕性、放射性のあるもの等

の危険物を託送するときは、危険物運送に関する国の規定に従い危険物に対し適切な包装を行い、

危険物の印やマークをつけ、危険物の名称、性質、及び防備措置に関する書面書類を、運送人に

提出しなければならない。託送人が前項の規定に違反した場合、運送人は運送を拒否し、又は相

応の措置をもって、損失の発生を避けることができる。これによって生じる費用は、託送人が負

担する。 

第３０８条 運送人が貨物を受取人に引渡す前に、託送人は運送人に対し、運送の停止、貨物の

返還、届け場所の変更、又は他の受取人への貨物の引渡しを求めることができる。但し、これに

よって、運送人が被った損失を賠償しなければならない。 

第３０９条 運送貨物の運送終了後、運送貨物の受取人を運送人知っている場合、適時に受取人

に通知しなければならない。受取人は適時に貨物を引き取らなければならない。受取人は期限が

過ぎた後、貨物を引き取るときは、運送人に保管費等の費用を支払わなければならない。 

第３１０条 受取人は貨物を引き取るとき、約定の期限内に貨物の検査を行わなければならない。

貨物検査の期限について約定がない、又は約定が不明確である場合、本法第６１条の規定によっ

ても、なお確定できない場合は、合理的期限内に貨物検査を行わなければならない。受取人が、

約定の期限又は合理的期限内に貨物の数量、毀損等について異議を申し立てなかった場合は、運

送人が既に運送書類の記載通り交付したという一応の立証があったものと看做す。 
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第３１１条 運送人は、運送の過程における貨物の毀損、減失に対し、損害賠償の責任を負うも

のとする。但し、貨物の毀損、減失は不可抗力によるものであり、又は貨物自身の自然の性質や

合理的消耗によるものであり、又は託送人、受取人の過失によるものであることを運送人が証明

する場合は、損害賠償の責任を負わないものとする。 

第３１２条 貨物の毀損、減失の賠償額について、当事者間に約定がある場合は、その約定に従

う。約定がない、又は約定が不明確であるとき、本法第６１条の規定によっても、なお確定でき

ない場合は交付、又は交付すべきときの貨物到達場所における市場価格によって計算する。賠償

額の計算方法や賠償限度額について法律、行政法規に別途規定があるときは、その規定による。 

第３１３条 二つ以上の運送人の同一方式による連絡運送の場合、託送人と契約を締結した運送

人は、運送の全過程に対し責任を負わなければならない。損失がある運送区域において発生した

場合、託送人と契約を締結した運送人と当該区域の運送人が連帯責任を負うものとする。 

第３１４条 貨物の運送過程に不可抗力の原因により減失し、しかも運送費を取っていない場合、

運送人は運送費を請求してはならない。既に運送費を取った場合、託送人はその返還を求めるこ

とができる。 

第３１５条 託送人又は受取人が運送費、保管費及びその他の運送費用を支払わないとき、運送

人はその運送貨物を留置する権利を有する。但し、当事者に別途約定がある場合はこの限りでは

ない。 

第３１６条 受取人が不明、又は受取人が正当な理由なしで貨物の受領を拒否した場合、本法第

１０１条の規定により、運送人は貨物を供託することができる。 

第４節 複合運送契約 

第３１７条 複合運送業者は、複合運送契約の履行を行い、またはその履行を組織し、運送の全

過程に対し、運送業者としての権利を享有し、運送業者としての義務を負うものとする。 

第３１８条 多複合運送業者は複合運送に参加する各区域の運送業者との間に、複合運送契約を

結び、各区域の各自の責任を約定することができる。但し、当該約定は、運送の全過程における

複合運送業者の負うべき義務に影響しないものとする。 

第３１９条 複合運送業者は託送人によって交付された貨物を受けるとき、複合運送のための伝

票を発送しなければならない。託送者の要請により複合運送伝票は譲渡可能な帳票と譲渡不可能

な帳票の何れかに分けることができる。 

第３２０条 貨物託送時の託送人の過失により複合運送業者が損失を被った場合は、託送人が既

に複合運送伝票を譲渡した後であっても、託送人は損害賠償の責任を負わなければならない。 

第３２１条 貨物の毀損、減失が複合運送のある運送区域において発生した場合、複合運送業者

の賠償責任及び責任限度額は当該区域における運送方式の調整に関する法律規定を適用するもの
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とする。貨物の毀損、減失が発生した運送区域が確定できない場合は、本章の規定により、損害

賠償責任を負うものとする。 

 

第１８章 技術契約 

第１節 一般規定 

第３２２条 技術契約とは、当事者が技術の開発、譲渡、諮詢又はサービスについて締結する相

互の権利と義務を確定する契約をいう。 

第３２３条 技術契約の締結は科学の進歩に有利であり、科学技術成果の転化、応用と普及を加

速するものでなければならない。 

第３２４条 技術契約の内容は当事者の約定によるものとし、一般的には下記の条項が含まれる。  

（１）プロジェクトの名称 

（２）標的の内容、範囲及び要求。 

（３）履行計画、進度、期限、場所、地域及び方式。 

（４）技術情報や資料の秘密保持。 

（５）リスク責任の負担。 

（６）技術成果の帰属及び利益の分配方法。 

（７）検収基準と方法。 

（８）代金、報酬または使用費及びその支払方式 

（９）違約金又は損失賠償の計算方法。 

（１０）紛争解決の方法。 

（１１）名詞と専門用語の解釈。 

契約履行に関連する技術的背景資料、フィージビリティ・スタディ論証及び技術評価報告、プ

ロジェクト任務書及び計画書、技術基準、技術規範、原始設計及びプロセス文書及びその他の技

術文書は当事者の約定に従い、契約の構成部分とすることができる。技術契約が特許に関係する

場合、特許新案の名称、特許申請人及び特許権利人、申請期日、申請番号、特許番号及び特許権

の有効時間などを明記しなければならない。 

第３２５条 技術契約における代金、報酬または使用費の支払方式については当事者の約定によ

る。一括計算、一括払又は一括計算による分割払の形式を取り、又は控除払い、又は控除払いへ

の先払い入門費の附加という方式を取ることができる。控除払いについて約定がある場合、製品

価格、特許の実施や技術秘密使用後、新たに増加される生産高、利益または製品販売額の一定の

比例に従って控除するか、約定されたその他の方式によって計算することもできる。控除払いの

比率は、固定比率、年毎に増加する比率又は年毎に減少する比率を採用することができる。控除

払いを約定する場合、当事者は契約において、関連経理帳簿の検閲方法について約定しなければ

ならない。 
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第３２６条 職務技術成果の使用権、譲渡権が法人又はその他の組織に属する場合、法人又はそ

の他の組織は、当該職務技術成果について、技術契約を締結することができる。法人又はその他

の組織は当該職務技術成果の使用及び譲渡によって取得した収益から、一定の比例を設け、当該

職務技術成果を完成させた個人に対し、奨励又は報酬を与えなければならない。法人又はその他

の組織が契約締結によって職務技術成果を譲渡するとき、職務技術成果の完成人は同等の条件に

おいて優先的に譲渡を受ける権利を有する。職務技術成果とは、法人又はその他の組織の任務執

行、又は主として法人又はその他の組織の物質的技術的条件を利用して完成する技術成果をいう。 

第３２７条 非職務技術成果の使用権、譲渡権は技術成果を完成させた個人に属する。技術成果

を完成させた個人は当該非職務技術成果について、技術契約を締結することができる。 

第３２８条 技術成果を完成させた個人は、技術成果に関する書類に自ら技術成果の完成者であ

る旨を明記する権利があり、栄誉証書や奨励を取得する権利を有する。 

第３２９条 非合法的に技術を独占し、技術進歩を妨害し又は他人の技術成果を侵害する技術契

約は無効とする。 

第２節 技術開発契約 

第３３０条 技術開発契約とは、当事者の間で新技術、新製品、新プロセス又は新素材及びその

システムの研究開発について締結する契約をいう。技術開発契約には委託開発契約と協力開発契

約が含まれる。技術開発契約は書面方式を採用しなければならない。当事者の間で産業的応用価

値を有する科学技術成果の実施及び転化において締結した契約は技術開発契約の規定を参照する

ものとする。 

第３３１条 委託開発契約における委託者は約定に従い研究開発経費や報酬の支払い、技術資料、

原始データの提供、協力事項の完成、研究開発成果の受入を行わなければならない。 

第３３２条 委託開発契約の研究開発者は約定に従い研究開発計画の制定や実施、研究開発費の

合理的使用、研究開発事業の期限通りの完成、研究開発成果の交付、関連技術資料や必要な技術

指導の提供、研究開発成果の把握のための委託人への協力などを行わなければならない。 

第３３３条 委託者が約定に違反し、研究開発事業の停滞、遅延、失敗をもたらした場合は、違

約責任を負わなければならない。 

第３３４条 研究開発者の約定違反による開発事業の停滞、遅延又は失敗について、研究開発者

は違約責任を負わなければならない。 

第３３５条 協力開発契約の当事者は約定に従って投資する。技術を以って投資する場合を含む。

研究開発事業に部分的参与をしたり、研究開発事業に協力協調したりしなければならない。 

第３３６条 協力開発契約の当事者の約定違反によって、開発事業が停滞、遅延又は失敗したと

き協力開発契約の当事者は違約責任を負わなければならない。 
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第３３７条 技術開発契約の目的となる技術が他人の公開により技術開発契約の履行の意義が消

失した場合、当事者は契約を解除することができる。 

第３３８条 技術開発契約の履行の過程において、克服不可能な技術的困難の出現によって、研

究開発の失敗や部分失敗を招いたとき、当該リスクの責任負担は当事者の約定によるものとする。

約定がない、又は約定が不明確であるとき、本法第６１条の規定によっても、なお確定できない

場合、リスクの責任は当事者によって合理的に分担するものとする。当事者の一方が、前項に規

定する可能性により研究開発が失敗又は部分的失敗を招く恐れがあると気付いたとき、適時に相

手方に知らせ、適当な措置を講じて損失を減少させなければならない。適時に通知せず、適当な

措置を講じなかったことにより、損失が拡大された場合は、拡大された損失の責任を負わなけれ

ばならない。 

第３３９条 委託開発によって完成する発明新案は、当事者に別途約定がある場合を除き、特許

申請権は研究開発者に属するものとする。研究開発者が特許権を取得した場合、委託人は無料で、

当該特許を実施することができる。研究開発者が特許申請権を譲渡した場合、委託人は同等の条

件において、優先的に譲渡を受ける権利を有する。 

第３４０条 協力開発によって完成する発明新案については、当事者に別途約定がある場合を除

き、特許の申請権は協力開発の当事者の共有となる。当事者の一方がその共有の特許申請権を譲

渡する場合、相手方は同等の条件において、優先的に譲渡を受ける権利を有する。協力開発の当

事者の一方が、その共有の特許申請権を放棄する旨を声明した場合、もう一方は単独で申請し、

又は他の各方が共同で申請することができる。申請人が特許権を取得した場合、特許申請権を放

棄した側は無料で、当該特許を実施することができる。協力開発の当事者の一方が特許の申請に

同意しない場合、もう一方、又は他の各方は特許の申請をしてはならない。 

第３４１条 委託開発又は協力開発によって完成する技術秘密成果の使用権、譲渡権及び利益の

分配方法は当事者の約定による。約定がない、又は約定が不明確であるとき、本奉第６１条の規

定によっても、なお確定できない場合、当事者全員に使用及び譲渡の権利があるものとする。但

し、委託開発における研究開発人は委託人に研究開発成果を交付する前に、研究開発の成果を第

三者に譲渡してはならない。 

第３節 技術譲渡契約 

第３４２条 技術譲渡契約には、特許権譲渡契約、特許申請権譲渡契約、技術秘密譲渡契約、特

許実施許可契約が含まれる。技術譲渡契約は書面方式を採用しなければならない。 

第３４３条 技術譲渡契約は譲渡者と被譲渡者により特許の実施範囲や技術秘密の使用範囲を約

定することができる。但し、技術の競争と発展を制限してはならない。 

第３４４条 特許実施許可契約は、当該特許権の存続期間においてのみ有効である。特許権の有

効期限が終了し又は特許権が無効であると宣言された場合、特許権所有者は当該特許に対し他人

と特許実施許可契約を締結してはならない。 
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第３４５条 特許実施許可契約の譲渡者は約定に従い譲受者の特許の実施を許可し、特許の実施

に関連する技術資料を交付し、必要な技術的指導を提供しなければならない。 

第３４６条 特許実施許可契約の譲受者は約定に従い特許を実施しなければならない。約定外の

第三者による当該特許の実施を許可してはならず、約定に従い使用費を支払わなければならない。 

第３４７条 技術秘密譲渡契約の譲渡者は約定に従い技術資料を提供し、技術的指導を行い、技

術の実用性信頼性の保証し、秘密保持義務を負う。 

第３４８条 技術秘密譲渡契約の譲受者は約定に従い技術を使用し、使用費を支払い、秘密保持

の義務を負わなければならない。 

第３４９条 技術譲渡契約の譲渡者は自分が提供する技術の合法的な所有者であることを保証し、

提供する技術が完全なものであり、誤りがなく、有効で且つ約定の目標に達成できることを保証

しなければならない。 

第３５０条 技術譲渡契約の譲受者は約定された範囲及び期限に従い、譲渡者によって提供され

る技術における未だ公開されていない秘密の部分につき秘密保持の義務を負わなければならない。 

第３５１条 譲渡者が約定通り技術を譲渡しなかった場合は、一部又は全部の使用費を返還し、

違約の責任を負わなければならない。特許の実施、又は技術秘密の使用が約定の範囲を超えた場

合、また約定に違反して勝手に第三者に当該特許の使用、又は当該技術秘密の使用を許可した場

合、違約行為を中止すべきである場合、違約の責任を負わなければならない。約定の秘密保持義

務に違反した場合は約定の責任を負わなければならない。 

第３５２条 譲受者が約定通り使用費を支払わなかった場合は、使用費を追加交付し、約定に従

い違約金を支払わなければならない。使用費の追加部分を交付せず、又は違約金を支払わない場

合は特許の実施、又は技術秘密の使用を停止し、技術資料を返還し、違約の責任を負わなければ

ならない。特許の実施、又は技術秘密の使用が約定された範囲を超えた場合、又は譲渡者の許可

を得ずに勝手に当該特許の使用、又は当該技術秘密の使用を許可した場合は、違約行為を中止し、

違約の責任を負わなければならない。約定の秘密保持義務に違反した場合は、違約の責任を負わ

なければならない。 

第３５３条 譲受者が約定に従って特許を実施し、技術秘密を使用し、他人の合法的権益を侵害

した場合、譲渡者は責任を負うものとする。但し、当事者に別途約定がある場合はこの限りでは

ない。 

第３５４条 当事者は、互利の原則に基づき技術譲渡契約の中に特許の実施、技術秘密の使用後

に継続的に技術改善を行なう技術成果の収益の分配方法について約定することができる。約定が

ない、又は約定が不明確であるとき、本法第６１条の規定によっても、なお確定できない場合、

又は一方が継続的に技術改善を行なう技術成果の収益についてその他の各方は配当の権利を有し

ないものとする。 
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第３５５条 法律、行政法規により技術輸出入契約又は特許、特許申請契約に対し別途規定があ

るときは、その規定に従うものとする。 

第３５６条 技術諮詢契約には、特定の技術プロジェクトに対するフィージビリティ・スタディ

論証、技術的予測、特定テーマの技術的調査、分析評価報告等の契約が含まれる。技術サービス

契約とは、当事者の一方が技術的知識を使用し、もう一方のために特定の技術的問題を解決する

ために締結する契約をいう。これには、建設工事契約及び請負契約は含まれないものとする。 

第３５７条 技術諮詢契約における委託人は内定に従い諮詢する問題を明確に記述し、技術的背

景に関する書類及び関連技術資料、データを提出し、受託人の事業成果を受入れ、報酬を支払わ

なければならない。 

第３５８条 技術諮詢契約における受託人は約定の期限通りに諮詢報告書を完成し、又は問題へ

の回答を行わなければならない。提出された諮詢報告書は約定の要求を満たさなければならない。 

第３５９条 技術諮詢契約における委託人は約定通りに必要な資料やデータを提出しないことに

より、事業の進度、品質に影響を及ぼし、事業の成果を受け入れなかったり、期限が過ぎた後受

け入れたりする場合、支払った報酬を払い戻すことはできない。また、未払い報酬については支

払わなければならない。技術諮詢契約の受託人が期限通り諮詢報告書を提出せず、提出された諮

詢報告書が約定に合致しない場合は、報酬を減額されるか報酬を免除されるなどの違約責任を負

わなければならない。技術諮詢契約のおける委託人は、約定の要求に適合した、受託人の提出す

る諮詢報告書や意見に基づいて出された方策により招いた損失は委託人が負わなければならない。

但し、当事者に別途約定がある場合は、この限りではない。 

第３６０条 技術サービス契約における委託人は約定にしたがい作業環境を提供し、協調すべき

事項を完成し、作業の成果を受入れ、報酬を支払わなければならない。 

第３６１条 技術サービス契約における受託人は約定に従いサービス項目を完成し、技術問題を

解決し、作業品質を保証し、技術問題を解決できる知識を伝授しなければならない。 

第３６２条 技術サービス契約における委託人が契約における義務を履行せず、又は契約におけ

る義務の履行が約定に符合しないとき、作業の進度や品質に影響を及ぼし、作業成果を受入れず、

又は期限が過ぎて受け入れた場合、支払った報酬を取り戻すことはできないものとするが、未払

いの報酬は支払わなければならない。技術サービス契約における受託人が契約の約定に従ってサ

ービスを完成しなかった場合、報酬を控除するなどの違約責任を負わなければならない。 

第３６３条 技術諮詢契約、技術サービス契約の履行の過程において、受託人が委託人に提供す

る、技術的資料や作業条件を利用して完成した新たな技術成果は受託人に属するものとする。委

託人が受託人の作業成果を利用して完成した新しい技術成果は委託人に属するものとする。但し、

当事者に別途約定があるときは、その約定に従うものとする。 

第３６４条 法律、行政法規により、技術仲介契約、技術訓練契約について別途規定があるとき

は、その規定に従う。 
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第１９章 保管契約 

第３６５条 保管契約とは保管人が保管依頼人から預かった保管物を保管し、またその保管物を

返却することに関する契約をいう。 

第３６６条 保管依頼人は約定に基づき、保管人に保管費を支払わなければならない。保管費に

関する当事者間の約定がない、又は約定が不明確であるとき、本法第６１条の規定によっても確

定出来ない場合は、保管は無償となる。 

第３６７条 保管契約は保管物を交付した時点から成立する。但し、当事者は別途約定がある場

合はこの限りではない。 

第３６８条 保管依頼人が保管人に保管物を預ける際、保管人は預かり証を提出しなければなら

ない。但し、他の取引慣習がある場合には、この限りではない。 

第３６９条 保管人は保管物を適切に保管しなければならない。当事者は保管場所又は方法につ

いて約定することができる。緊急事態又は保管依頼人の利益保護の目的以外に勝手に保管場所又

は方法を変更してはならない。 

第３７０条 保管依頼人が預けた保管物に瑕疵があったり、又は保管物の性質からみて特別保管

措置をとる必要があったりする場合、保管依頼人は当該事情を保管人に通知しなければならない。

保管依頼人の事情を不通知によって、保管物が損害を被った場合、保管人はその損害賠償責任を

負わない。保管人がそれによって損害を受けた場合、保管人が事情を知り得たか知り得るべきで

ありながら救済措置を怠った場合以外は保管依頼人がその損害賠償の責任を負わなければならな

い。 

第３７１条 保管人は保管物を第三者に保管させてはならない。但し、当事者間に別途約定があ

る場合はこの限りではない。保管人が前項規定に違反して、保管物を第三者に保管させたことに

より、保管物に損失が生じた場合、その損害賠償責任を負わなければならない。 

第３７２条 保管人は保管物を使用したり、又は第三者に保管物の使用を許可したりしてはなら

ない。但し、当事者の別途約定がある場合はこの限りではない。 

第３７３条 第三者が保管物の所有権を主張する場合、保管人は法律による保管物に対する保全

措置又は執行することを除き、保管依頼人に対し保管物の返却義務を履行しなければならない。

第三者に提訴されたり、又は保管物に対する差押を受けたりする場合、保管人は速やかにその事

情を保管依頼人に通知しなければならない。 

第３７４条 保管期間中に、保管人の不注意によって保管物が減失、毀損した場合、保管人は損

害賠償の責任を負う｡但し、無償保管であり、保管人が自らの重過失でない旨を立証した場合には、

損害賠償責任を負わない。 
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第３７５条 保管依頼人が貨幣、有価証券又はその他の貴重品を預ける際には、保管人にその旨

を通知し、保管人は検収又は封印をして保管しなければならない。保管依頼人の通知がなく、当

該物品が減失、毀損した場合保管人は一般保管物として賠償するものとする。 

第３７６条 保管依頼人は随時保管物を受け取ることができる。当事者間に保管期間に対する約

定がないとき又は約定が不明確である場合、保管人は随時保管依頼人に保管物を受け取るよう要

求することができる。保管期間に対する約定がある場合、保管人は保管依頼人に特別事由がない

限り期限満了前に保管物受取を要求してはならない。 

第３７７条 保管期間満了又は保管依頼人が期限満了前に保管物を受取る場合、保管人は原物及

び保管物により生じた収益を保管依頼人に返さなければならない。 

第３７８条 保管人は貨幣を預かった場合、同種同量の貨幣を返却することができる。その他代

替可能な物品を預かった場合、約定により同種類、同数量の物品を返却することができる。 

第３７９条 有償保管契約において、保管依頼人は約定期限までに保管人に保管費を支払わなけ

ればならない。当事者間に支払期限についての約定がなく、又は約定が不明確であるとき、本法

第６１条の規定によっても確定できない場合、保管依頼人は保管物を受け取ると同時に保管費を

支払わなければならない。 

第３８０条 保管依頼人が約定通り保管費及びその他の費用を支払わない場合、保管人は保管物

を差し止める権利を有する。但し、当事者間に別途約定がある場合はこの限りではない。 

 

第２０章 倉庫保管契約 

第３８１条 倉庫保管契約とは、保管人が保管依頼人の依頼する倉庫保管物を保管し、保管依頼

人が保管費用を支払う契約をいう。 

第３８２条 倉庫保管契約は成立時点より有効となる。 

第３８３条 燃え易いもの、爆発し易い物、有毒物、腐食性のある物、放射性物等危険物もしく

は変質しやすい物を倉庫に保管する場合、保管依頼人は当該物品の性質に関し説明を行い、関連

資料を提供しなければならない。 

保管依頼人が前項規定に違反した場合、保管人はその倉庫保管依頼を拒否するか、または相応

な防備措置を講ずることができる。そのために発生する費用は保管依頼人が負担する。保管人が

燃え易い物、爆発しやすい物、有毒物、腐蝕性のある物、放射性等の危険物を預かる場合、相応

する保管条件を備えなければならない。 

第３８４条 保管人は約定に従い、入庫保管物に対し検収しなければならない。保管人が検収の

際、入庫保管物が約定に符合するものでないことを発見した場合、直ちに保管依頼人に通知しな
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ければならない。保管人の検収後、倉庫保管物の品種、数量、品質が約定に適合しない事情が発

生した場合、保管人は損害賠償責任を負わなければならない。 

第３８５条 保管依頼人が倉庫保管物の保管を依頼する場合、保管人は預り証（原語：倉単）を

交付しなければならない。 

第３８６条 保管人は預り証に署名又は捺印しなければならない。預り証には次の事項が含まれ

る。  

（１） 保管依頼人の名称又は氏名及び住所。 

（２） 倉庫保管物の品種、数量、品質、包装、件数及び識別記号。 

（３） 倉庫保管物の消耗基準。 

（４） 倉庫保管場所。 

（５） 倉庫保管期間。 

（６） 倉庫保管費。 

（７） 倉庫保管物が保険に関わる場合、その保険金額､期間及び保険依頼 

先の名称。 

（８）記入者、記入地及び記入日。 

第３８７条 倉庫保管預り証は保管物の受取の根拠となるものである。倉庫保管依頼人又は預り

証を持つ者が預り証に裏書きし、しかも保管人の署名又は捺印がある場合、その倉庫保管者の受

取り権を譲渡することができる。 

第３８８条 保管人は保管依頼人又は倉庫保管預り証を持つ者が倉庫保管者を検査するためのサ

ンプルの採取を要求した場合、それに同意しなければならない。 

第３８９条 保管人は入庫保管物に変質又は破損物があるのを発見した場合、速やかに保管依頼

人又は倉庫保管預り証を持つ者に通知しなければならない。 

第３９０条 保管人は入庫保管物に変質又は破損物があり、それによって他の保管物の安全と正

常保管に影響を及ぼすおそれがあることに気付いた場合、保管依頼人又は倉庫保管預り証を持つ

者に必要な措置をとるよう催告通知をしなければならない。緊急事態が発生した場合、保管人は

必要措置を講ずることができる。但し、事後に保管人又は倉庫保管預り証を持つ者に事情を通知

しなければならない。 

第３９１条 当事者間に保管期間に対し約定がない、又は約定が不明確であるとき、保管依頼人

又は倉庫保管預り証を持つ者は随時保管物を引き取ることができる。また保管人は随時保管依頼

人又は倉庫預り証を持つ者に保管物を引き取るよう要求することができる。但し、必要な準備時

間を与えなければならない。 

第３９２条 倉庫保管期間満了後、保管依頼人又は倉庫保管預り証を持つ者は預り証で保管物を

引き取らなければならない。保管依頼人又は倉庫保管預り証を持つ者は保管期限が過ぎたあとに
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引き取る場合は追加保管費を支払わなければならない。期限満了前に、保管物を引き取る場合、

保管費の減額はしないものとする。 

第３９３条 倉庫保管期限が満了しても、保管依頼人又は倉庫保管預り証を持つ者が保管物を受

け取らない場合、保管人は有効期限内に受け取るよう催促することができる。期限が過ぎても受

け取らない場合、保管人はその保管物を供託することができる。 

第３９４条 倉庫保管期間内に保管人の不適切な保管により保管物を減失、毀損した場合、保管

人は損害賠償責任を負わなければならない。倉庫保管物の性質、又は有効保存期限切れにより、

倉庫保管物が変質し、破損した場合、保管人は損害賠償責任を負わない。 

第３９５条 本章に定められていない規定については、保管契約の関連規定を適用する。 

 

第２１章 委任契約 

第３９６条 委任契約とは、委任者と受任者と約定によって受任者が委任者の事務を処理する契

約である。 

第３９７条 委任者は受任者に特別に委任して一つ又は複数の事務を処理させ、概括的に受任者

に一切の事務を委任することができる。 

第３９８条 委任者は予め委任事務処理費用を支払わなければならない。受任者の委任事務処理

のための立替費用は委託者が当該費用を支払うと同時にその利息分も支払わなければならない。 

第３９９条 受任者は委任者の指示に基づいて事務を処理しなければならない。委任者の指示を

変更する必要が生じた場合は、委任者の同意を経なければならない。但し、緊急状況で委任者と

連絡不能な情況にある場合、受任者は適宜にその事務を処理しなければならない。但し、事後当

該情況を直ちに委任者に報告しなければならない。 

第４００条 受任者は自ら委任事務を処理しなければならない。委任者の同意を経て受任者は第

三者に委任することができる。第三者への委任を同意した場合、委任者は委任事務を直接第三者

の受任者に指示することができる。受任者は、第三者の受任者の選任および第三者への指示に対

し責任を負わなければならない。第三者への委任が委任者の同意を経ずに行われた場合、受任者

は第三者の受任者の行為について責任を負わなければならない。但し、緊急情況下で、しかも受

任者が委任者の利益のために、第三者へ委任義務を委任した場合はこの限りではない。 

第４０１条 受任者は委任者の要求に基づいて、委任事務の処理情況を報告しなければならない。

委任契約が終止した時、受任者は委任事務の結果を報告しなければならない。 

第４０２条 受任者が自己名義を以って、委任者の授権範囲内で第三者と締結する契約は第三者

が契約締結当時に受任者と委任者との代理契約を知っていた場合、当該契約が直接委任者と第三
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者を拘束できるものとする。但し、当該契約が受任者と第三者だけを拘束できるという確かな証

拠があり、なおそれを証明できる場合はその限りではない。 

第４０３条 受任者が自己名義で第三者と契約を締結する場合、第三者は受任者と委任者との代

理関係を知らないで契約を締結し、しかも受任者は第三者の原因により委任者に対し義務を履行

できない場合、受任者は委任者に対して第三者を明らかにすべきであり、委任者は受任者の第三

者に対する権利を行使できるものとする。但し、第三者と受任者が契約締結当時、当該委任者を

知っていれば締結に至らなかった可能性が場合はこの限りではない。受任者が委任者の原因によ

り第三者に対し、義務を履行できない場合、受任者は第三者に対し、委任者を明らかにし、第三

者は受任者または委任者のいずれかを相手として選び、その権利を主張できるものとする。但し、

第三者は選定した相手を変更することはできない。委任者が受任者の第三者に対する権利を行使

する場合、第三者は委任者に対し受任者の抗弁権を主張することができる。第三者が委任者を相

手として選んだとき委任者は第三者に対し受任者の抗弁権および受任者の第三者に対する抗弁権

を主張することができる。 

第４０４条 受任者が委任事務を処理して取得した財産は委任者に交付しなければならない。 

第４０５条 受任者が委任事務を完了した時、委任者はそれに対し報酬を支払わなければならな

い。受任者の責任に帰属できない事由により、委任契約が解除されたり、又は委任事務が完了で

きなくなったりする時、委任者は受任者に対しそれに相応しい報酬を支払わなければならない。

当事者間に別途約定を交わした場合はその約定に基づく。 

第４０６条 有償委任契約で受任者の過失により委任者に損失を与えた場合、委任者は損害賠償

を請求することができる。無償の委任契約で受任者の故意又は重大な過失によって委任者に損失

を与えた場合、委任者は損害賠償を請求することができる。受任者が権限を越えて委任者に損失

を与えた場合、損害賠償をしなければならない。 

第４０７条 受任者が委任事務を処理する時、自己の責任に属さない事由によって損失を被った

場合、委任者に対し損害賠償を請求することができる。 

第４０８条 委任者は受任者の同意を経て受任者以外の第三者に事務委任して処理することがで

きる。これによって受任者が損失を被った場合、受任者は委任者に対し損害賠償を請求すること

ができる。 

第４０９条 ２名以上の受任者が共同で委任事務を処理する場合、委任者に対しては連帯責任を

負うものとする。 

第４１０条 委任者又は受任者は随時に委任契約を解除できるものとする。契約解除によって相

手に損害を与える場合、当該当事者の責任に帰属できない事由を除き、損害賠償をしなければな

らないものとする。 
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第４１１条 委託者又は受託者の死亡により、民事行為能力が喪失したり破産したりした場合、

委任契約は終了する。但し、当事者間で別途約定があり又は委任事務の性格により契約を終了す

ることが適用ではない場合は除く。 

第４１２条 委任者が死亡したり、民事行為能力を喪失したり或いは破産によって委任契約が終

了したりする事態となり、委任者の利益が害される場合、委任者の承継人、法定代理人又は清算

組織が委任事務を承継するまで、委任者は委任事務を継続して処理しなければならない。 

第４１３条 受任者の死亡、民事行為能力の喪失又は破産により、委託契約が終了となった場合、

受託者の承継人、法定代理人又は清算組織は直ちに委任者に通知しなければならない。委任契約

の終了により委任者の利益に損害が生じる場合、委任者が善後処理を行なう前に、受任者の承継

人、法定代理人又は清算組織は必要な措置を取らなければならない。 

 

第２２章 取引代行契約 

第４１４条 取引代行契約とは、取引代行人が自己名義を以って委任者のために貿易活動に従事

し、委任者は報酬を支払う契約をいう。 

第４１５条 取引代行人が委任事務を処理するに当たり生じる費用については、取引代行人が負

担すべきである。但し、当事者間に別途約定がある場合を除く。 

第４１６条 取引代行人が委任物を占有した場合、委任物を適切に保管しなければならない。 

第４１７条 委任物を取引代行人に引き渡されたときに、瑕疵がり、また腐りやすく変質しやす

いものがある場合、取引代行人は委任者の同意を経て当該物を処分することができる。委任者と

随時連絡をとることが不可能な場合、取引代行人は合理的な方法を取ることができる。 

第４１８条 取引代行人が委任者の指定価格より低価格で売却し、又は委任者の指定価格より高

価格で購入する時、委任者の同意を得なければならない。委任者の同意を経ずに取引代行人がそ

の差額を補償した場合、当該売買は委任者に効力を発生するものとする。取引代行人が委任者の

指定価格より高価格で売却し、又は委任者の指定価格より低価格で購入する時、約定の規定に基

づいて報酬を増やすべきである。約定がなく、又は約定が明確ではないとき、なお本法律第６１

条の規定に基づいても明確でない場合は、当該利益は委任者に属するものとする。委任者の価格

に対する特別指示があった場合、取引代行人はそれに反して売却したり、又は購入したりしては

ならない。 

第４１９条 取引代行人が市価にて商品を売却、又は購入する場合、委任者がそれに相反する意

思表示をした場合以外は、取引代行人自身が売却人または購入者となることができる。取引代行

人に前項約定の規定する情況が生じた場合、依然として委任者に報酬を要求することができる。 
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第４２０条 取引代行人が約定によって委任物を購入する場合、委任者は適時にそれを受領しな

ければならない。取引代行人が催告しても委任者が正当な理由なしに受領を拒否する場合、取引

代行人は本法律第１０１条の規定に基づいて委任物を引き取り保存することができる。委任物が

売却不能となり、又は委任者が売却を撤回した場合、取引代行人の催告にもかかわらず委任者が

それを受領しないとき又は当該物を処分しないとき、取引代行人は本法律第１０１条の規定に基

づいて委任物を引き取り保存することができる。 

第４２１条 取引代行人と第三者が契約を締結する場合、取引代行人は当該契約に対し直接権利

を有すると同時に、義務を負う。第三者が義務を履行しないことによって委任者が損害を被った

場合、取引代行人は損害賠償の責を負う。但し、代行人と委任者との間に別途約定がある場合は

この限りではない。 

第４２２条 取引代行人が委任事務を部分的に又は完全に完了した場合、委任者はそれに対応す

る報酬を支払う。委任者は期限が過ぎても報酬を支払わない場合、取引代行人は委任物に対し留

置権を持つものとする。但し、当事者間に別途約定がある場合はこの限りではない。 

第４２３条 本章に定められていない事項については、委託契約に関する関連規定を適用するも

のとする。 

 

第２３章 仲介契約 

第４２４条 仲介契約とは、仲介人が委任者に対し契約締結の機会を報告し、又は契約締結の媒

介サービスを提供するに対して委任者がそれに報酬を支払う契約をいう。 

第４２５条 仲介人は契約締結に関連する事項を委任者にありのままに報告しなければならない。

仲介人が故意に契約締結に関連のある重要事実を隠し、又は偽りの情況を報告し、委任者の利益

に損害を与えた場合、報酬を要求してはならないものとし、損害賠償の責任を負うものとする。 

第４２６条 仲介人の助力により契約が成立した場合、委任者は約定に基づいて報酬を支払わな

ければならない。仲介人の報酬に対する約定がなく、又は約定が不明確である場合、なお本法律

第６１条の規定に基づいても不明確な場合は、仲介人の労働に応じて合理的に確定しなければな

らない。仲介人が助力して契約締結における媒介サービスを提供したため契約が成立された場合、

当該契約の当事者は均等に仲介人に支払う報酬を負担するものとする。仲介人の助力により契約

が成立された場合の仲介活動の費用は仲介人が負担すべきである。 

第４２７条 仲介人は委任者に対して契約を成立できなかった場合、報酬の支払を要求してはな

らない。但し、仲介人は仲介活動中に掛かった必要費用の支払いを委任者に要求することができ

る。 
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付則 

第４２８条（実施日）  本法律は1999年 10月 1日より執行されるものとし、同時に「中華人

民共和国経済契約法」、「中華人民共和国渉外経済契約法」、「中華人民共和国技術契約法」は

廃止となる。  

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

注記 

この日本語の中華人民共和国契約法は、日本人の便宜のために翻訳したものであり、

中国国内においては、法的な効力を有しません。あくまでも法的な手続きを中国国

内で行う場合の根拠となる法律は正式に公布された中国文の法律です。 
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